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議事日程 

         諸般の報告 

      第１ 議席の一部変更 

      第２ 会議録署名議員の指名 

      第３ 一般質問 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（市木一郎君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 出席議員は、１９人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本日、説明員として出席通知のあった者の職氏名は、昨日と同様であり、配付を

省略しましたので、ご了承願います。 

 （日程第１） 

○議長（市木一郎君） 日程第１、議席の一部変更を行います。 

 所属会派の移動等に伴い、会議規則第４条第３項の規定によって、議席の一部変更をし

ます。 

 変更後の議席は配付済みの議席表のとおりです。 

 変更いたしました議席に移動するため、暫時休憩いたします。 

            （午前９時０１分 休憩） 

            （午前９時０１分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 （日程第２） 

○議長（市木一郎君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により第１４番、鈴木市朗議員、第１５

番、矢野隆行議員を指名いたします。 

 （日程第３） 
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○議長（市木一郎君） 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 ここで、教育部長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 昨日の東郷議員の再質問にお答えができていなかったところと答弁内容が不十分であっ

た点を補足させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず１点目ですが、クラブ活動に対する援助員のの支給が始まった時期についてお尋ね

をいただいた件でございますが、野洲市におきましては、合併時から要綱を定め、支給対

象としているところでございます。 

 ２点目でございますが、生徒会費などの地方交付税の算定に関わってのお尋ねをいただ

いた件でございます。生徒会費、ＰＴＡ会費等も地方交付税の算定基準になっていること

は承知をいたしておりますが、本市におきましては、子どもが伸び伸びと学校生活を送る

ために、今はスクールカウンセラーなど、教育的に配慮を要する児童・生徒への支援を重

視することに重点を置いておりまして、この課題が解決した時点で検討するということで

ございますので、どうぞご理解をいただきますようによろしくお願いをいたします。 

○議長（市木一郎君） 発言順位は昨日と同様、一般質問一覧表のとおりであります。 

 順次、発言を許します。 

 それでは、通告第６号、第４番、岩井智惠子議員。 

○４番（岩井智惠子君） 皆さん、おはようございます。第４番、岩井智惠子でございま

す。 

 今年は大変な猛暑が続きまして、本当に体のだるい日が多かったかと思いますが、ここ

に来て、少し秋の気配がしてまいりました。 

 それでは、私は今回大きく２つに分けて質問をいたします。 

 まず、市長に２期８年の総括と市長選３期目への抱負についてお伺いいたします。 

 市長は今会議の開会日に今年１０月の市長選３期目を目指して立候補することを表明さ

れました。私はまだ市議会議員として３年足らずでありますが、その間と、また聞き及ん

でいることなどを参考に成果について調べてみました。市長はこの２期８年の間、子育て

支援をはじめ、高齢化対策、障がい者施策など、福祉、教育から治水や道路の基盤整備に

までわたり、幅広く、またソフトとハード両面から積極的でスピード感のあるまちづくり

を進めてこられたと評価しています。 
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 主なことだけでも具体的に挙げてみますと、市政の透明化と財政の健全化、市文化・ス

ポーツ施設の直営化による機能強化と経費の削減、コミュニティーバスの直営化による機

能向上と路線拡大、旧東消防署の約３倍の敷地を確保して総合防災拠点と東消防署新築移

転を行い、機動性向上が図られました。 

 一方、野洲駅前私有地買収と駅前通りの無電柱化と街路灯の整備を行い、現在ご承知の

（仮称）野洲市民病院整備事業及び周辺整備構想の推進中であります。 

 また、２０年ぶりの市街化区域の大規模拡大による市三宅、四ツ家地先約１７ヘクター

ルの市街化区域編入により、新興住宅として発展しています。 

 さらには昭和５７年の事業化、平成１２の都市計画決定以降中断していた国道８号野洲

栗東バイパスの整備促進に取り組み、３年間に市内用地買収は約７０％にまで進展してい

ます。 

 債権管理条約とくらし支えあい条例制定に伴う生活困窮者対策と労働支援が進みました。 

 また、学校では耐震化１００％達成と共に、全学校に空調の整備がされました。 

 学童保育所においても、１５カ所の新規整備により定員約５００人を倍増の１，０８０

人とし、小学校６年生までを完全に受け入れ、待機児童の解消が図られました。そしてさ

らには、３つの市立こども園整備と２つの民間保育所支援で定員を１４０人増しとして、

待機児童解消の目処が立ったことです。 

 以上、まだまだ評価すべき種々実績や途上の政策もありますが、ここで特に注目すべき

ことは、これらさまざまな課題解決に取り組みながら関係者一丸となって財政の健全化が

図られてきたことです。８月１９日の全員協議会資料でも示されましたが、市の貯金にあ

たる財政調整基金が平成１９年度末で約１４億円でしたが、平成２７年度末には約２２億

円に増加しています。また、借金の比率である公債費比率においても、平成１９年度末の

１５．２％が平成２７年度末で１２％台に低下しています。こうした事例がその健全化を

物語っています。 

 それは昨日の野並議員の答弁の中でも例えられましたが、安定して飛んでいるかのよう

な飛行機であっても急に落ちることもある。しかし、落ちそうで落ちない飛行機もあるよ

うに、一貫して市政の健全化を図ってこられたからではないでしょうか。 

 つきましては、市長自らの２期８年の総括と３年目への抱負についてお伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。 
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 ただいまの岩井議員からの１０月の市長選に臨んでの抱負のお問いかけに対しまして、

お答えをいたします。 

 ただいまは過分にも好評価をいただいた上でお問いかけをいただきまして、ありがとう

ございます。 

 提案理由の場をおかりしまして説明させていただきましたけど、改めて簡単にこれまで

の取り組みについてとこれからの抱負についてお話をさせていただきます。 

 ２期８年の間は、市民の皆さんのいろんな力が合わさって、今もご指摘いただきました

ように市政の徹底的な透明化、そして公平で公正というまちづくりを進めてきました。そ

の他、もう列挙しませんけれども、遅れていた施設整備とか耐震化等も進めてきましたし、

特に子育て支援では保育所も学童保育も本当に余りにも差があり過ぎるサービス実態でし

たので、それもきちっといろんな協力を得て埋めることができました。 

 また、これも昭和５０年代から課題になっていた駅前の私有地の買収ということも状況

がうまく合って進めることができました。 

 さらには、クリーンセンター、これも大きな課題だったんですけども、これも順調にい

って、この９月に竣工して、１０月から稼働ができるようになりましたし、あえて挑戦を

いたしました国道８号バイパス、これも８年前にマニフェストに書いたときにはいろんな

人が心配して「失敗することを書かない方がいいよ」と大分言われたんですけども、目の

前の渋滞を毎日見ていますと、これは何としてもやり遂げないといけないということで、

アクションを起こして、いろんな方の協力があって、先般も国交省で話をしていまして、

「フェニックス、不死鳥のようによみがえった」と申し上げたら、「そうだ」とおっしゃ

ったぐらいに本当にあり得ないと思われていた事業がここまで来ています。 

 そういった事業に取り組んでまいりましたし、あわせて当初から想定していましたし、

ちょうどリーマン・ショックの荒波が来ましたので、財政の健全化もあわせて同時並行で

取り組んできました。財政の集中改革プランのときに申し上げましたけども、財政の健全

化はやりますけれども、サービスは切りません、落としませんということでやってきた結

果がいろんな施設とかサービスの整備につながったんであろうと思っています。 

 ところで、この中で、例えば国８もそうですし、駅前もそうです。そして、クリーンセ

ンターもそうです。過去からの積み残しといいますか、そういった事業がある一方で、こ

の８年間に生じてきた課題として、例えば発達支援の子どもさんたちの支援とか、あるい

は学童もそれも近いと思いますが、特にこの８年間の課題は生活困窮者支援、これは前か
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ら手が付けられるものではなかったんですが、そういった意味で、時代状況の課題と過去

に積み残された課題をあわせて進めてきたんではないかなというふうに思っています。 

 それと、あえて申し上げるのも何なんですが、異論はあると思いますけども、同和対策

事業として進められてきた施策も生活困窮者ですとか発達支援とか特別支援教育の充実と

いう中で実感を得ていただいて、部落差別をおろそかにするとか同和問題をおろそかにす

るんじゃなしに、そういったことを含めて実績の中で新しい人権施策に取り組む方向も皆

さん方のご理解で踏み出させていただいたんではないかなというふうに思っております。 

 これもいずれにしましても、市民、議会、そして現場で働いてくれた職員とか関係機関

の皆さん方の力が合わさったものでして、決して私一人だけではないんですけれども、こ

の８年間で野洲のまちがいろいろ変わってきたんではないかなというふうに実感をしてお

ります。 

 次期におきましては、これも既に述べましたけども、まだ駅前は空地になっていますか

ら、あそこに駅前周辺整備構想の実現を順次図っていく、全体で約３．５ヘクタールのす

ばらしい立地がありますから、それが市民が安心して、かつ楽しんでいただけるようなま

ちづくりの１つの中核的なエリアになるような整備が１つありますし、あと国８バイパス

も用地買収はここまで来ましたけども、まだ道路の建設まで至っていませんし、近隣のま

ちの用地買収も実態は少し遅れているようでありますから、野洲市だけが頑張っても意味

がありませんから、３市が連携して本当に国体前には整備ができるようにまだまだ力強く

皆さん方と一緒に取り組んでいかないといけないと思っています。 

 それと、遅れています都市計画についても同じことで、野洲市の場合、都市計画の中で

今もご指摘いただきましたように市街化区域の拡大というのはほとんどされていませんで

した。市三宅、四ツ家をやった前は平成５、６年の私のところの近くの国道筋のは少しさ

れたぐらいで、ほとんど市街化区域の拡大が計画的にされていません。だから、ようやく

これが動き出したので、ぜひこれについても市内全体で、きのうも立地適正化計画の中で

お話ししましたように、バランスのとれたまちづくりを進めていきたいと思っています。 

 あわせて、やはり教育、今の子どもたちの状況はかなり困難な状況です。ですから、子

どもたちの学力、そして体力、そして人間性が伸びるような教育をぜひ野洲の学校、ある

いは地域で取り組んでいただけるような、少し力を入れた教育環境とソフトウエアもやっ

ていただきたいと思いますので、そこにも力をかけていきたいと。 

 それと、やはり高齢者の問題が本当に深刻です。地域包括はとりあえず市直営でやって
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いますけども、私としては、全然あれではまだまだだめですし、ここに来て、きのうもご

質問もありましたように要支援１、２、そして場合によったら、要介護の段階にまで市町

村に手放そうという、ちょっとこれは私もとんでもないなと、介護保険で１回引き取った

ものをいや財源が厳しいから、あるいは財源が厳しくて、やろうと思ったら、被保険者の

保険料を上げないといけないからという理由で地域に戻すということになっています。当

初から私、これは地域に戻すというような発想がおかしくて、本当に地域の方が高齢者が

安心して住んでいただけるということでの地域ならいいんですけども、介護保険財政が逼

迫しているから、見通しがないからと、これは私は深刻な方針転換だと思います。 

 いずれにしても、制度はそうなっていますから、私が今、言いましたように、高齢者が

地域で住んではる方が安心できると、そういう施策展開でやっていく。そのためには単に

地域とかボランティアだけでは難しいので、今、市が子どもたちの施策でかなり公的サー

ビスで充実している部分と同じノウハウ、それといろんなサービスをつなぐノウハウはこ

れは市民生活相談とか生活困窮者対策で野洲市独自で組織で職員で蓄えたノウハウですか

ら、それを生かして高齢者の方、そしてあわせて障がいを持っている方が地域で安心して

住んでいただけるようなまちづくりを進めていきたいと考えています。 

 それと野洲の場合、割合質素にやっていまして、スポーツ施設もありません。これだけ

お金があったまちに市民グラウンドがまともにありません。プールと体育館だけは割合豪

華なんですけども、自由に子どもたちがスポーツをしたり、あるいはスポーツ少年団が活

動できる場がありません。これもいきなりというわけにはいかないんですが、竹ヶ丘を計

画したら、少しああいう状況になりましたから、とめましたけども、いずれにしてもよそ

のまち並みのスポーツ施設の整備も必要ですし、道路も弱いです。市道というのがきちっ

と整備がされていません。あるいは街路計画もありません。今回、国８が動いたら、たち

まちはあそこの合流点で、栗東へ向かう方はいいんですけども、逆の方は絶対渋滞します

から、それを少なくとも市内の方はその不利益が及ばないように、市内へはもっといろい

なところから入れて、そして線路の向こう側、湖側にも行けるような市道整備計画も必要

だろうというふうに思っています。 

 それと、公園も少ない。それと野洲の場合、イベントが割合質素ですし、観光もまだま

だ弱い。きのうも観光のご質問があって、答えている方も質問する方も今年度観光振興指

針ということで、今、作業を公開で始めているんですけども、きのうのやりとりの中で、

両方から出てこなかったのはちょっと残念だったんですけども、予算を付けていただいて
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観光に力を入れておこうという取り組みをやっています。これも大事です。 

 そういったこととあと、きのうも丸山議員からご指摘がありましたように、私はかつて

かなりの観光はパンフレットをつくった経験があるんですけども、滋賀県では。野洲の場

合は従来から余り刷り物が充実していません。種類は結構あるんですけども、やはりぱっ

と見たときに印象に残るような、あるいは魅力を感じてもらうような、そういう市の広報

とかパンフレット、これもかねがね思っていますので、いずれにしても財源の中で少し余

裕が出た段階でと思っていますので、時期はある程度余裕ができる。 

 ただ、きのうも野並議員からご質問ありましたように、子育て支援で現金給付というの

は私は否定はしないんですけども、常々申し上げていますように、１万円掛ける１万人分。

だから、１万円を１万人にお配りするよりは１万掛ける１万は１億円です。１億円あると、

ここに、いわゆる起債を活用したり、交付金を使いますと、数億円の事業ができます。市

道整備もできます、１万円の原資があれば。だから、野洲の側にまだまだ今、申し上げた

ようなそういった基盤整備とか基礎的な部分が必要ですので、できるだけ早くそのあたり

の整備をした上で、今の観光ですとか、あるいはいろんな広報とかイベントとかをやって、

市民の方が楽しく充実した暮らしが実現できるようなまちづくりを一層進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 いずれにしても、これは私だけでできることではありませんので、ぜひ議員の皆さん、

あるいは市民の皆さんが本当にそういうまちづくりのビジョンを共有していただいて、進

めていただくと。 

 それと最後に病院ですけれども、これも全く過去の積み残しです。昭和６０年、平成１

０年、このときの傷を今、負っているわけで、何か一説では私が駅前にしがみついて病院

をつくろうという話が流れていますけども、一切そんなことはございません。今回、私は

病院というのはここまで来ているので、いわゆる争点にならないと思っていたんですけど

も、私は争点化を避けているわけじゃなくて、大いに争点にしていただいたらいい。なぜ

今、この状況が生じているのかどうか。して、今の野洲病院を市民病院にするということ

は、これはこれまでの検証でもあり得ないし、専門家もはっきり言っておられます。具体

的な案を示さないで、野洲病院を市民病院にするということを言ったらどうなるかといっ

たら、今いるお医者さんは引いていく。滋賀医大との関係ははっきり切れます。もういろ

んな人が今、この状況の中で心配して電話をしてくれています。私ももしか野洲病院を市

民病院にする中で建て替えプランとか財源計画とか、あるいは医療機関との関係が明確に
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されれば、決して私は何にも駅前の病院に固執するつもりはないです。でも、そういう状

況の中で今のプランのができてきているので、私としては、ここであんまり頑張り通すつ

もりなくて、いつやったかも鈴木議員が市長の信念でとおっしゃったので、私は信念で病

院をつくっているつもりじゃなくて、客観的な課題の実現として病院に取り組んでおりま

すので、これも大きな重要な課題かなというふうに思います。 

 せっかくの評価していただいてのお問いかけに対しまして、今として、私としてはそう

いう方向で臨みたいということでお答えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） ただいまは過去の課題を踏まえ、強い意志と行動力で関係者の

方と共にこの２期８年の実績を積んでこられました。３期目への抱負についてお伺いいた

しまして、やはり２期８年というものは本当に苦しい時代から、また自分を敵に回すわけ

じゃないけれども、悪く見られてでも意志を通していかなければならないこともあったで

しょうし、それは一言では言えないことはたくさんあると思います。そうしたいろんな実

績の中で３期目への抱負をお伺いいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。あり

がとうございました。 

 では次に、２点目ですけれども、通学路の安全対策と学校整備について。新踏切、内線

電話整備状況について、お伺いしたと思います。 

 毎日、無謀な運転やちょっとした油断が引き起こす交通事故のニュースが飛び込んでま

いります。幾ら自分自身が気を付けていても、防ぎきれない、やり切れないのが痛ましい

交通事故の現状です。 

 さて、通学路や踏切については、今までにも他の議員さんも質問されていますが、特に

以前から危険と指摘されながら余りその策が講じられていないように見受けられます。祇

王小学校付近の新踏切とそれに近接している道路の安全性について、順次お伺いいたしま

す。 

 昨年、ＪＲ西日本との協議を長年続けてこられた篠原小学校付近の柿ノ木原踏切の拡幅

工事は完成いたしました。大きな安心を得られたわけであります。安全対策について、双

方が粘り強く推し進められての結果だと思います。しかし、同時期、平成２４年度の新踏

切についてについての一般質問では「新踏切は市道小篠原上屋線と近接していることや道

路構造令に準じた取り付け道路整備ができていない」が答弁の内容でした。今後の方針に
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ついては触れられていないように思います。これはＪＲ西日本との協議だけの問題でなく、

道路整備も大きな課題であります。これらを含めた市の安全性についての今後の考え方を

改めてお伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 それでは、岩井議員の通学路の安全対策と学校整備についての１点目のご質問でござい

ますが、祇王小学校付近の新踏切とそれに近接している道路の安全性について、お答えを

いたします。 

 新踏切につきましては、過去にも数回お答えをしていますように、鉄道管理者であるＪ

Ｒ西日本と事前協議をいたしましたが、踏切と市道小篠原上屋線との交差点が余りにも近

接しており、道路構造令に準じた取り付け道路整備ができないことや、踏切改良より立体

交差として改良を推進されているというようなことから、現在の踏切の形態での改良につ

いては本協議に応じていただけない、このような状況でございます。 

 また、立体交差を行うには地形からして複雑な形状となることが考えられ、事業の実施

には大変厳しい状況でございます。こうしたことからも新駅設置の際に抜本的な対策を行

うのが最善であると、このように認識をしております。 

 なお、児童・生徒の安全を図るため、野洲市通学路交通安全対策推進会議におきまして、

ソフト面での安全対策について検討もしていただいており、スクールガードやＰＴＡの皆

様方のご協力を得ながら安全対策を推進しているというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） ただいまは部長の方より回答願ったわけですけれども、後ほど

の質問も何か答えてもうたようなところが一部重複してございますけれども、やはりＪＲ

との話し合いがうまくいかない、ＪＲの思いとこちらの思いとがどうしてもすり合わせが

いかないというところは前からも伺っておりますので、そんなことならもうＪＲのあそこ

の踏切は閉めてしまうようなことも伺っているので、余りせっつけないような話も聞いて

はおりますけれども、何とかあそこのたまり場が小さいために、安全に何とかしてほしい

という願いから何度かこうしてお願いをしておるわけでございます。 

 野洲通学路交通安全対策推進会議が２年前に発足され、各学校から先生方もそのメンバ

ーの中に加わり、校区の危険個所の点検をされていると伺っています。無論、新踏切もそ
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の危険個所に指定されている中で協議や議論もされていると思いますが、実際どのように

その協議や点検が集約され、安全な整備等につながっているのでしょうか。先ほどのちょ

っと返答の中のもう少し詳しい流れをお願いいたします。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは、野洲市通学路交通安全対策推進会議がどのように生

かされ、整備等につながっているかということにお答えをしたいと思います。 

 野洲市通学路交通安全対策推進会議は、議員おっしゃってまいりましたように、２年前

から会議を行ったり、危険箇所の点検活動を進めているところでございます。また、その

中で野洲市の通学路の交通安全プログラムを作成いたしましたことによりまして、まず１

点目といたしましては、それまで保護者の方や自治会要望、それから学校現場からの意見

などが、この会議によって集約されて、危険個所の一覧ができたといいますか、今まで一

覧となっていなかったものが一覧となったということで、ある意味集約ができたというこ

とが１つのメリットでございます。 

 ２点目としましては、その集約することができたプログラムを保護者、地域や学校など

に配布や公表することによりまして、危険個所を周知することができ、児童が通学するに

あたって、危険予知、あるいは注意喚起を促すことが可能になり、あわせまして、地域の

通学路の立ち番や見守り活動にも生かすこができていると考えてございます。 

 ３点目といたしまして、この推進会議は今後も継続して進めていくことによりまして、

危険個所の点検を実施し、さらなる検証や把握を行い、ＰＤＣＡサイクルを繰り返しまし

て、通学路の安全の向上を図っていくことができるものと考えております。 

 また、整備の加速という点でございますけれども、物理的になかなか道路の拡張ができ

ないとか用地買収が難しいという面も確かにあるかと思いますが、一方で、今回のプログ

ラムで、グリーンベルトなどの必要箇所を把握いたしまして、国の交付金を活用して整備

を進めていくことができるなど、従来より進めていくことができるものと考えてございま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） ただいまはプログラムの作成、あるいは注意喚起、それから危

険個所の点検ということの３つをずっとしていくということを言って下さっているんです

けれども、やはり先送り先送りでなくて、ぜひとも危険度の増しているところに関しては、
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少しでも力を入れていただきたいと、このように思います。 

 次に、野洲市の危険個所の一例として、新踏切の質問をしていますが、まだ何カ所かあ

るかと思います。しかしながら、特に保護者の引率以外の低学年ほど危険度は高く、地域

のボランティアの方々の存在は大変大きいものがあると思います。特に危険個所はボラン

ティアの方々を抜きにして安全性は成り立ちません。そのあたりについてどのように考え

ておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） それでは、ボランティアの必要性について、お答えをいたし

たいと思います。 

 ＰＴＡの委員の方々による立ち番はもちろんのことでございますが、地域の方やスクー

ルガードの方など、ボランティアの方の活動が通学路の安全対策に大変有効であると考え

てございますし、非常に必要なことであると認識をしております。それと同時にボランテ

ィアの皆さんの活動には大変感謝を申し上げているところでございます。今後も引き続き

活動いただきたい、このように考えてございます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） 子どもたちからお礼のお手紙が３月ころにいつも来るんですけ

れども、それで感動もいたしますし、ボランティアの皆さんも、やはりかわいい子どもた

ち、孫、関係各位の保護者の方も含めて、一生懸命安全にはされているとは思いますけれ

ども、ボランティアの人がいつまでも健康で、そしてそういうずっと続いていくものとも

限りない、体調の悪いときもありますでしょうし、そういうボランティア精神がいつも備

わっている人がいるとは限らない中で、そういう方たちにだけ頼らなくてはならないこと

も、やはりちょっと危険もありますので、そこらのことを考えてほしいなと今後思います。 

 ちなみに、新踏切を渡る児童は５０人程度ですが、中学校の子どもたちも合流するそう

です。ただ、安全面だけを考えた場合、ルートを変更することが安全かといえば、特に

町の子どもさんたちの場合なんですが、希望が丘線のトンネルは薄暗く、帰り道は心配と

いうＰＴＡの方の意見もお伺いしています。先ほども言われましたように、ＪＲ西日本と

の協議が大変難しい。そういう問題が立ちはだかっているのもしかりですけれども、上屋

の市営住宅や新興住宅の方たちも多い中で、特に祇王は人口がふえつつありますので、よ

り一層安全面を考えていただきたい、対策を考えていただきたいんですが、その点につい

て何か具体的な意見があればお伺いいたします。 
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○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） それでは、岩井議員の４点目のご質問の踏切横断のよ

り一層の安全対策と具体的な意見について、お答えをいたします。 

 新踏切の安全対策につきましては、野洲市通学路交通安全推進会議で昨年度において現

地検証を実施いたしまして、意見交換を行いましたが、現場の立地条件により課題が山積

しているということをこちらからご説明をし、事業の実施については非常に厳しいところ

をご理解いただいているところでございます。 

 次に、祇王学区の安全対策につきましては、平成２５年度に祇王小学校周辺の通学路の

一部にグリーンベルトの整備をしてございますが、学区内全体を見渡しますと、決して十

分とは言えないことから整備可能箇所については今後順次整備を図っていきたいと、この

ように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） ただいまは現地の実態を見て、皆さんにもどうしてもできない

理由を説明したりしているということやグリーンベルトですか、確かに朝鮮人街道のとこ

ろの冨波甲のところにもずっとしていただいたので、狭いんですけれども、それなりに安

心なところも見えてまいっております。 

 ただ、先ほど言われたように祇王駅ができるときに大きく改革するんだということなん

ですが、この祇王駅も具体的にいつごろということも示されておらないし、そんな簡単に

できるものではありませんので、その駅を建設するにあたってしか、あのあたりの安全性

を保つことはできないということなんでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） 先ほどの１点目のご質問でもお答えしましたように、

どうしても現場の状況によりまして、ハード対策はかなり困難になるというようなことか

ら、具体的な対策につきましては、祇王駅といいますか、新駅の設置の際に具体的な対策

を講じるということが現在考えられる最善の対策であると、このように考えてございます。 

 ただ、その新駅設置がいつになるのかというようなことでございますが、今現在は市の

今後の重要な政策といいますか、課題でございますので、適切な時期を見極めた上で、具

体的な検討に入ってまいりたいと、このような状況でございますので、まだ具体的な時期

についてはお示しすることができません。 



 －144－

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） 大きなプロジェクトを組んで、本当に始動していくというのは

なかなか先のことかと思いますけれども、やはりそのときの子どもたちというのはもう卒

業していくわけですから、大きな事故が起こってからでは遅いですので、ひとつよろしく

お願いをしたいと思います。 

 最後に、学校の内線電話整備状況について、お伺いします。 

 野洲市内の小中学校の内線電話整備状況の一覧表を見ますと、各プールに内線が設置さ

れていないのは、中主中学校、野洲北中学校、また各体育館に設置されていないのは中主

中学校、野洲北中学校及び祇王小学校、野洲小学校で、全校舎に設置されていないのは中

主中学校、野洲北中学校、また一部の校舎にしか設置されていないのは祇王小学校２５教

室中４台、北野小学校２２教室中６台の状況でした。逆に、プール、体育館、校舎全てに

設置されているのは中主小学校、篠原小学校、三上小学校と野洲中学校でした。 

 校舎の築年数や改修工事のタイミングの関係もあり、データだけでは一律視して判断や

批判は避けなければなりませんが、本市においては特別な教育的支援を要する児童・生徒

が増加し、平成２８年度の小中学校の特別支援学級は３８学級に上り、その在児童・生徒

は１９１名を数えている現状下であります。よって、特に小学校では学級担任だけでは緊

急を要する場合など、大変な事態も予想されます。その状況下で、ほぼ設置されていない

小学校での対応はどのように指導されているのか、お伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 学校の内線電話整備状況について、特に緊急を要する場合等

で設置されていない小学校での対応等をどのように指導されているかのご質問でございま

すが、重大な事故や緊急を要する事案が起こり、担任がその場を離れられない場合につい

ては隣の学級担任や近くの支援員が連絡をしたり、近くに教員等がいない場合は子どもに

連絡をいたしたりするなどの対応をとっているところでございます。 

 ただ、各学校ではいろいろな事案に分けまして、緊急対応マニュアルを作成し、緊急時

の対応を事前に確認をしているところでございます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） 今は隣の学級の担任の先生や、また子どもたちに緊急時は職員

室に走ってもらうというか、伝えてもらうということなんですが、祇王小学校なんかを例
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にとりますと、２５教室中４台しかないわけですから、やはり建物の構造上、設置は簡単

ではないと思いますが、整備されているところ、されていないところの差は歴然とござい

ます。祇王小学校、北野小学校の校舎はせめて各階ごとに１台は早急に設置すべきと考え

ますが、その点をお伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 祇王、北野小学校の校舎には階ごとに１台は早急に設置する

べきではとのご質問でございますが、議員からご質問いただきました２校につきましては、

平成２３年から２５年度にかけまして増築工事を実施いたしました校舎等につきましては、

各教室に校舎内インターホン、職員室と教室がつながるというようなものを設置ができて

おりますが、他校も含めまして、現在、未設置教室につきましては、今後の大規模改修時

に校舎内の配線整備とあわせまして、校舎内インターホンの設置をしていく考えでござい

ます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） その大規模改修というのは、具体的にはいつごろを示すんです

か。もう大分先の話ですか。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 後ほどの書面で、保全計画の中でも計画を立てているところ

でございますけども、ちょっと若干遅れているとこもございますので、早急に検討をして、

対処してまいりたいと考えてございます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） しかしながら、全てに設置されていない中主中学校、野洲北中

学校でプールの内線電話設置についてお伺いいたしますと、生徒もすぐＳＯＳを伝えられ

るし、プールでは各教員が携帯電話を持っているので、内線電話に関しては特に不便は感

じていませんとのお話も聞かれました。内線電話設置では、校舎の建て替え時期や小学生

と中学生の違いもあり、いついつに設置というのも無理もあるかと思います。一方、校舎

の整備上では状況把握、例えば雨漏り、それから野洲北中学校ではハトのふん害にとても

困っているという話を去年からも聞いているんですが、こういった問題の把握はしておら

れますでしょうか。そして、その対策について何か一歩でも踏み出されているのかどうか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 
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○教育部長（藤池 弘君） 校舎事情や児童・生徒の現状もございますが、整備を踏まえ

て、状況把握も大事です。このことについての考えはということのご質問でございますが、

平成２６年３月に野洲市の小中学校の施設の保全計画が策定されております。その際に現

地調査を行い、各施設の状況、不具合といいますか、そういうものを把握してございます。

市の保全計画に基づきまして、施設整備を図っていくことと考えております。 

 また、日常の緊急修繕が必要な場所については、各学校の方からご連絡をいただいてお

ります。その際には随時速やかに対応をしているところでございます。 

○議長（市木一郎君） 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） ただいま速やかに対応しているということですので、学校側か

らそういう要請があれば、場合によってはすぐに対応していただけていると思います。 

 子どもたちは６年間ないし３年間の多くの時間を小中学校で過ごしているわけです。何

年も先送りしないで、優先順位を立てて早い対応をぜひお願いしたいと思います。 

 今日はありがとうございました。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（市木一郎君） 次に、通告第７号、第６番、太田健一議員。 

○６番（太田健一君） おはようございます。 

 一般質問、大きく３点について質問させてもらいます。 

 まず１点目ですが、南桜のバス停について質問します。 

 南桜のセブンイレブンがあるんですけど、そこを挟んだ県道野洲甲西線２７号、これは

ちょっと名称が変わっているかもということなので、ちょっと名前は間違っているかもし

れませんが、その通りにある滋賀交通のバス停には歩道もなく、待合所もなく、交通安全

上の観点から見ても、かなり危険な場所であると思います。これが場所なんですが、ちょ

っと、映りますか。これは農協のところに精米所があるんですけど、そこから甲西側を見

た写真です。こちらが、もうちょっと拡大したというか、これはセブンイレブンが右側に

あって、左側に精米所、向こうは三上山ですけど、こういったようなところで、誰が見て

もこれはちょっと危ないなと思うようなところです。のり面にバス停の看板が立っていて、

立つところも歩道がそこないので、どこに立つんやろうというような場所なんですけど、

こういった場所があります。こういう場所、行政として、まず危険性というのを把握して

いるのかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 
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○市民部長（上田裕昌君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 太田議員の南桜のバス停についてのご質問にお答えいたします。 

 ご質問のあるバス停、現状を確認させていただきまして、おっしゃるとおり歩道もあり

ませんし、カーブしていますので、なおかつ県道を通行する車も多いということで、その

バス停のほんまの横の道端で待たれる場合については、これはちょっと危ないかなという

ような判断をさせていただいています。ただ、グリーンベルトもちょっとありますし、そ

のもう一つ奥には農道もありますので、ちょっとそちらの方に待たれていただければ、あ

る程度安全性は確保されているのではないかというふうに考えています。 

 以上、お答えとします。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 地元の住民の方、南桜を利用されている方はほとんど南桜の方だ

と思うんですけど、からの苦情であったり、僕自身も運転されている市民の方がここを通

られたときに夜に通って危ないということを言われて、そういう苦情を直接受けたんです

けど、そういったような苦情、問い合わせとか、そういうなのが行政に対してあったのか

ないのか。あれば、その内容もちょっと聞かせてもらいたいなと思います。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） お尋ねなり苦情については、市には寄せられてはおりません。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 地元の南櫻の方にちょっとお話を聞きに行ったんですよ。聞くと、

やはり利用されている方がいて、危ないということは認識されていて、これまで行政に対

してそういう申し入れをしたりとか、もちろんコミバスじゃないので、滋賀バスなので、

民間のバスのことなので、相談先もちょっとわからずにということがあったんですけど、

ちょうどその危険性を認識されているので、滋賀バスに対して申し入れをしようかなとい

うことを考えているということをちょっと言うておられたんですね。要は、地元から苦情

は今、行政には上がっていないんですけど、認識はされているということでした。 

 民間のバス停なので、なかなか市としてどうのこうのということは直接は難しいとは思

うんですけど、危険性というのは、これの写真を見ても皆さんも感じてもらえると思うん

ですけど、安全面として、市が滋賀バスと協議するなり、滋賀バスに対して何か指導する

なりとか、そういうことが必要だと思うんですけど、そこら辺はこれまでされたのかどう

か、お聞きしたいと思います。 
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○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 議員お尋ねの内容では協議はしておりません。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） この話をお聞きしまして、僕も担当課の方にまず話しさせてもら

いました。現地を見るということで見てもらって、すぐに滋賀バスの方にも連絡を入れて

もらって、僕の方にすぐ電話かかってきたんですね。滋賀バスの方は、ここの場所にバス

停があるということはずっと今までの課題であったということでした。その理由は、まず

バス停として場所がない。この場所はちょっと変則的で、バス停のこれ時刻表があるんで

すけど、見てもらってご存知だと思うんですけど、朝の６時から９時までの間、北山台セ

ンター行きと野洲駅向きの２便があるんですけど、朝の９時までが北山台センター行きは

ここのバス停を使う、野洲駅行きは午後４時から９時までだけここを使うという変則的な、

土日祝日も似たような時間帯なんですけど、という変則的な使い方をされています。 

 なぜかというと、その他の時間はどこを使っているかというと、コミバスのとこ、そこ

を滋賀バスのバス停としてまた別の便で使われているんですけど、そちらの方を使われる

ということで、僕も、電話なんですけど、お話を聞いている中で、なぜそういう変則的な

使い方をされているんですかと、コミバスの方に統一してやったらいいんじゃないかとい

う話はしたんですけど、あそこに市川ディーゼルさんがあって、農業用の車であったり、

車両の出入りをされるということで、その時間帯に、多分朝と夕方をこっちのバス停を使

っているということはその時間帯で車の出入りの邪魔になるからという苦情を受けている

ということで、完全に移行はできないということを言われていました。 

 そういう現状でもう場所をずっと検討はしているけど、どうすることもできないという

ことを言われていました。ということなので、そこら辺を市も一緒になって、地元の方も

今、滋賀バスに対して申し入れしたいなという考えもあるということなので、一緒になっ

て協議を行うなり、バス停の箇所として確保することに協力するなりということが必要だ

と思いますが、その点に関してはどのように思われますか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） バス停の設置に係る協議ということなんですけれど、そもそ

もバス停の設置につきましては、事業者さんが運輸局なりと協議されて決められておりま

して、市は直接その許可権者ではありませんので、個々のバス停の設置場所について指導

なり協議なりすることの必要性はないとは思われるんですが、ただ市民の安全という観点
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から立てば、これは市も当然ですし、バス事業者さんも最優先で考えていかなあかんとい

うことは、そこは一致していると思いますので、バス停の許可とか、そういうことになっ

てくるとちょっと話がややこしくなるんですけども、そういった点で幸い今、運行してい

ただいている２業者さんともお話ができる関係を保っておりますので、また全体の安全性

については、またさせていただきたいと、こういうふうに考えています。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 滋賀バスさんとお話ししたときも、市も一緒になって話をしても

らえれば進むかもしれないということも言われていたので、今、部長も言われていたよう

に、まずはちょっと話し合いをしてもらって、危険性というのは、これは本当に誰が見て

も、１回時間あったら議員の方も見られた方がいいと思うんですけど、いつ事故が起きて

もおかしくはないなと、今までよくなかったなと思うような場所なので、そこら辺も認識

して、してもらいたいと思います。 

 もう一点、この件に関して、会派勉強会のときに決算のことで審議、質問させてもらっ

たんですけど、交通安全啓発看板というのを設置されていて、決算書でいえば、１９ペー

ジね。そこのこの看板はどういう観点で看板を付けているんですかということを、これ、

看板は通学路の徐行のためという看板でされているということでした。ちょっとここは通

学路ではないので、ここの書いてある分の看板で対応というのはちょっと難しいけど、何

らかの形で、やっぱり仮に最悪ですよ、最悪、ここの場所を移せないとした場合なら、看

板を立てるなり、危険だということを知らす、それは車で通行される方に対してするよう

な看板の形が必要だということで、何らかの形で対応できればということは言われていた

ので、そういった面も含めて進めていってもらいたいと思います。 

 １問目はこれで終わります。 

 次に、永原御殿跡の竹林について、質問します。 

 まず、永原御殿跡の竹林や雑木林はカワウやシラサギ、カラス、ワシ、タヌキ、キツネ

などの野生生物のすみかとなっておりまして、地域住民への騒音被害やふん尿による悪臭

被害やこのふん尿が乾燥してふん煙として舞って、それが気管支炎などの健康被害という

ことも地元の方の中では起こっているという話も聞きました。こうしたように地域の大き

な問題となっています。 

 以前はこの竹林や雑木林の南側の地域には被害がなかったそうですが、今年あたりから

風向きが悪いと悪臭が漂うようになってきたという住民の声も聞いていまして、他にも永
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原御殿の北西の位置に家がある方、今まで全然そんな被害がなかった方のとこにもこの御

殿の竹の根がもとの塀を越えて、御殿の塀を越えて、そのお宅のブロック塀のとこまで張

って出てきているといったことで、息子さんが機械を使って除去されているということを

言われていましたが、そういったような被害も今、起こっていまして、解決すべき急務の

課題であると考えています。 

 先日、総務常任委員会と祇王学区の出前懇談会が開催され、それに出席してきましたが、

この懇談会の内容のほとんどがこの永原御殿の竹林や雑木林による地域への被害でありま

した。何とか対応してほしいという地元の方の切実な思いというのを感じました。これま

でも他の議員の方からも何度かこの永原御殿の竹林に関しては一般質問が行われていまし

たが、地元からも平成２６年度と平成２７年度に行政懇談会の中で要望が出されていると

いうことで、この行政懇談会でのこの要望と回答の内容をまずお尋ねしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（白井芳治君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 永原御殿跡の竹林について、平成２６年、７年の行政懇談会での要望と回答についてで

ございます。 

 まず、平成２６年度の行政懇談会の要望は「永原御殿跡の整備について」と題し、その

概要でございますけども、永原御殿跡の整備について、平成１７年からの重要課題として

毎年挙げているが、現在の取り組み状況、進捗状況について、また今後の期待度について

確認をしたいという内容でございました。 

 これに対しまして、教育委員会文化財保護課の回答でございますけども、同じく概要で、

現在、永原御殿報告書として発掘調査資料研究者論文等を修正、作成しておりますと、平

成２５年度に発掘調査資料研究者論文のデータ入力、平成２６年度は永原御殿最終瓦等の

調査、整理を実施する予定ですと回答をされています。 

 次に、平成２７年度の要望でございますけども、「永原御殿跡の整備計画」と題されま

して、内容は、永原御殿跡はカワウ、アオサギ等の鳥類及び小動物が多数生息しており、

近隣の民家では鳴き声や臭気などに困惑しており、深刻な問題である。貴重な歴史的価値

を損なうおそれがあり、環境悪化になるため、まずは鳥害対策ができないか、さらに今後

は徐々に整備をする中で竹林伐採時等に市の協力をお願いしたいという内容でございまし

た。 

 これに対しまして、環境課と文化財保護課が回答しておりますけども、特にカワウの被
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害対策では滋賀県カワウ特定鳥獣保護管理計画により、駆除を含め県の管理となるため、

今後県を含め地元、猟友会など、関係者と協議していきます。永原御殿跡の環境整備は現

状では国史跡の指定を経た後の実施となり、長期間を要することが課題となっています。

国指定の手続の準備と共に所有者、地域の全面的な協力が得られるならば、具体的な対応

ができるかを検討したいと思いますと回答をしています。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） そういったような、お答えになったような状況の中で、以前地元

の方がボランティアで竹林を刈りたいというふうに行政に申し入れされましたが、これが

民法による竹林は個人の所有地であって、個人管理しかできないために地権者に対して命

令という形しかできないということで、許可はおりなかったというふうに僕は聞いている

んですが、その詳細についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（白井芳治君） 竹林を刈りたいとの行政への申し入れについてでござい

ますけども、永原御殿跡は個人の私有地であり、その竹林を伐採することにつきましては、

行政への申し入れは不要と考えております。ただし、根を起こす行為につきましては、地

下の遺構を破壊するおそれがありまして、教育委員会に対して埋蔵文化財発掘の届け出が

必要とのことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 永原御殿跡の竹林や雑木林の問題は市の所有地でないということ

で、民地ということなので、ただ、解決手段というのが複雑化している現状だと思います

が、そういった中で今年の３月の予算議会で地方創生の臨時交付金の申請内容にこの永原

御殿跡の竹林除去のための予算要望がありました。結果的には通らなくて、予算化はされ

なかったんですが、このときに国の地方創生の予算計上するための根拠というのはどのよ

うに示されていたのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 地方創生の臨時交付金の申請内容の根拠をどのように示され

たのかとのお尋ねに対してお答えをします。 

 地方創生加速化交付金事業の申請は、９つのプロジェクトで構成する琵琶湖の保全と活
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用の１事業として、永原御殿竹林除去等を地元祇王まちづくり推進協議会への事業補助と

する２００万円を申請いたしました。家棟川水系の保全整備の一環として、祇王学区まち

づくり推進協議会が中心となり、永原御殿の竹の伐採の散策路の設置などに取り組み、あ

わせて説明会の開催などを通じて郷土への愛着を深め、次世代に地域の誇りを継承する生

涯活躍の地域社会をつくり上げるものになるというような根拠でもって、申請をさせてい

ただいたところでございます。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） きのうの丸山議員の質問のやりとりの中で、同じこの永原御殿に

関した質問があったんですが、その中で今回これは却下されてということでしたけど、現

在県に対して申請を行っていて、許可がおりれば、平成２９年度でしたか、来年度から何

か手を付けるような答弁をちょっと聞いていたんですけど、それは改めて竹林除去のため

の事業費ということなのかどうかをちょっと確認させて下さい。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 昨日、丸山議員のご質問に対してお答えしましたが、県補助

事業で里山と文化財が織りなす地域資産再生事業というのがございまして、これは里山の

保全と文化財のことがうたわれてございますが、その中で里山に所在する地域住民やボラ

ンティアと連携を図って、その整備を図っていくというようなことがございますので、き

のうも申し上げましたように、それが通りましたら、そういう方向で、今申しましたよう

に伐採とか説明板の設置等の保全の整備を計画して、検討というか、そういう方向で進め

ていきたいということでございます。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） この後の質問でまたするんですけど、文化財保護としての整備と

はまた別ということですか。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） この事業自体は、先ほど申しましたように、里山の保全と文

化財の保護と両面の助成というふうに認識しております。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） ちょっとそこら辺が難しいので、この後でまた絡めて聞きたいと

思いますが、仮に予算化されて、今の話でも竹林だけを伐採できたとしても、１年後には

またもとどおりになるために、根本的な解決にはならないと思います。県が現在カワウの
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実態調査に乗り出しているということで、例えばカワウがどこから来ているのかなどを解

明しながら問題解決をしなければ、永原御殿跡の竹林や雑木林からカワウを排除しても、

また別の場所で被害へとつながる可能性も起こり得ると思います。沖島でのカワウのふん

尿被害がふえてきていることも問題視されていまして、野洲川も北流部が河川整備されて

きれいになったんですけど、そのことによって森林が伐採されて野生動物のすみかがなく

なって、そこから移り住んできているという可能性も考えられるんですが、そうした環境

アセスも踏まえて考えるべきという、地元の方の声もこれたくさんありました。要は、野

洲市だけではなくて、滋賀県全体として取り組むべき問題であると思います。そうした理

由から竹林除去だけではなく、例えば永原御殿跡は市の史跡コースにもなっていますし、

文化財と指定して保護、管理する方法も手段の１つとして挙げられて、これまでも来てい

ます。 

 文化財としての永原御殿の重要性を行政としてどのように認識しているのかをお尋ねし

いと思います。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 文化財としての永原御殿跡の重要性とその認識について、お

答えをします。 

 慶長５年（１６００年）、関ケ原の戦いで家康が天下を掌握し、永原御殿を築造します

が、その背景には徳川家康が豊臣秀吉に臣従した天正４年（１５８６年）から野洲の地が

家康領であったことに起因をしています。永原御殿は徳川家の野洲郡支配を象徴するもの

でございました。第１に、市域にとって重要な歴史遺産であると考えております。 

 次に、永原御殿は徳川家康、秀忠、家光の３代の将軍家が宿泊する目的で築造された御

殿で、寛永１１年（１６３４年）、３代将軍、家光の宿泊にあたり、大規模な拡充工事が

行われ、本丸、二の丸、三の丸が整備されました。御殿の本丸は二条城に次ぐ規模を有し

まして、納戸には２層の隅櫓を設けるなど、城の機能をあわせ持つ大規模な城館であった

といいます。 

 これにあたりまして、京都の大工頭の中井家には複数の指図といいますか、設計図とい

いますか、が残され、現地には現在も堀や土塁、礎石などが遺存しておるところでござい

ます。ただ、永原御殿は機能していた時期は戦国時代が終わり、幕藩体制が確立する大変

革期に当たり、近世成立期を象徴する史跡として高く評価すべきものであると日々に認識

をしているところでございます。 
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○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 僕、この次の質問で、歴史について、僕もあんまり詳しくなかっ

たこともあるので、ちょっと勉強させてもらって、ここには、通告の中には書いたんです

けど、今、部長が全部大体お答えしてもらったので、ここはちょっと省きたいと思うんで

すけど、重要な歴史遺産として認識されているということで、全国的にもここの史跡は有

名で、かなり多くの人が訪れているということを聞きます。 

 例えば、永原御殿跡は、ここを訪れた人の感想なんですけど、永原御殿跡の田園の中の

荒れ果てた竹やぶになっていて、その前に石碑が立ち、それとなくわかる土塁と堀跡らし

き畑がここに御殿があったことを教えてくれるが、余りのやぶの中にはとても入っていく

勇気はなかった。やぶの中にはマムシもいるという話もちょっとお聞きもしたんですけど、

危険でもあるということでね。すぐ隣の土安神社、土に安と書いて、「てやす」という難し

い呼び方なんですけど、土安神社に「平家妓王の里めぐり周辺案内図」があり、御殿の石

垣が残っているよとなっていたので探したが、ここも草ぼうぼうでわからなかった。ここ

野洲は、妓王、妓女生聖地であり、御殿よりもこっちがメインらしい。地元の方に御殿の

ことを聞いたが、全く興味がなく、妓王寺と妓王屋敷跡をやたらと勧められた。ここ、や

ぶだもの、当然だろうねと。ナビに永原御殿跡というのが出てきたので、少しは期待した

けど、田園の中のただの竹やぶだったということで、がっかりされたことであったり、本

丸が立入禁止になっているから、入っていけない。回り込んで、石垣や堀跡は確認はでき

るがとか、いろんな感想があります。 

 地元の方にも聞きました。地元の方にも聞くと、例えば休みの日に裏の畑の、これは周

辺の地権者の１人の方ですけど、畑の方の世話をしていると。よくこの永原御殿を訪ねて

みえる方に声をかけられると。例えば、水口高校の先生であったり、京都大学の学生さん

たちや、あるときはカメラで写真を撮りながら声をかけられた中年の男性、九州からフェ

リーで来られた、バイクで４人組で来られた方がこの竹やぶのどこに入り口があるのかを

尋ねられたりされているようにたくさん来られているということでした。 

 現在は、そこを説明するのに銅鐸会館の２階には永原御殿跡の模型があるというふうに

伝えて、そっちを見て下さいという案内をされて、対応はするらしいんですけど、要は、

全国的にも、やはりニーズがあるということがここからも感じ取られると思います。 

 先ほどの話の中にもありましたけど、妓王寺がこれだけ有名になって、ドラマ化された

ところにタイアップして、野洲市としてもそこにかんで、今までたくさんの観光客が来ら
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れたという報告も聞いています。そこと並べて、多くの観光客も集められるようなすごく

財産にはなると思うんですけど、その点に関してはどのようにお考えですか。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 今、議員からございましたように、永原御殿は本丸、二の丸、

三の丸を含めて４万平米にも有する大規模な徳川将軍の御殿でありました。しかし、永原

御殿も１８世紀初頭に廃棄されまして、現在は竹林となって、その景観も大変わかりにく

い状況になっております。御殿は現在私有地でございまして、文化財として保存、管理を

行うには、やっぱり国の史跡に指定していただくといったことが必要であると考えてござ

います。しかし、今、史跡の指定につきましては、一定の年月も要するために地域の方々

と共に現状で実施可能な事業に取り組み、環境整備を進めたいと、このように考えており

ます。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） この国の史跡指定というのに年月かかるというのは、目処として

は、例えばどれぐらいかかるんですか。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） ちょっと一概に進捗状況とか、わかりませんので、ここで何

年ということはちょっと申し上げられません。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） なぜ聞いているかというと、例えばそれが１年後であったり、５

年後であったり、１０年後にはもらえる可能性があるということがわかるなら、もうちょ

っと地元の方、市民の方もそこに向けて期待して、じゃ、整備の方をと思うんですけど、

それが全然わからない、進捗状況、国の史跡指定に向けて教育委員会としても動いてもら

っているとは思うんですけど、そこの進捗状況が見えないことには感じ取れるものもない

ので、何か具体的に納得できるようなものはないか。どういうような申請をされて、どう

いう経過を経て、国の史跡指定が得られるのかとか、そこら辺のことをわかれば教えても

らいたいんですけどね。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 文化財の関係で、申請をしていくためには基本的な流れとい

たしましては、まず土地の所有者とか地元の住民の方の願い、同意が得られれば、文化財

保護審議会の審議を経て、国史跡指定申請の方針を決定いたします。次に、県とか国に事
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前協議を行い、指定条件について協議をしていくと。それから、史跡の指定及び整備に関

する委員会を組織して、委員会の指導をもとに指定する範囲とか指定に必要な調査、地籍

とか歴史とか発掘調査とか、関係の方を実施していきます。あとは県、国の助言を得まし

て、委員会で史跡指定範囲及び整備方針を策定し、国に指定申請を行うと。国の文化審議

会に諮問して、答申を得て、国史跡に指定される。基本的な流れとしてはそういう流れで

ございまして、年数をはっきり申し上げられませんけども、いろんなことを考えますと、

おおむね１０年以上の期間が必要ではないのかなというふうには考えてございます。 

 そういったことも地元の方々に詳しく説明をしながら進めてまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 次の質問にも関わるんですけど、その土地そのものの地権者が２、

３名、大きく分けて２グループがあって、竹林だけの地権者２、３名、竹林の東側と西側

と田んぼや畑を所有している地権者が１５名ほどということで、地元の方の、先ほどもあ

りましたけど、国の指定に向けてどういう段階が必要なのか。１番目に地元合意、次、県

との協議、３番目に委員会設置とかあったんですけど、まずそもそもの１番目の地元合意

というところに関しては、地元の地権者の方に話を聞いていると、田んぼとか畑を所有す

る地権者は駆除とか文化財保護のために一時的に使わなくても構わないが、永久的に使え

なくなるのは困る、ただ文化財指定だったり、今、市が進めていることにはもう大半が合

意しているということは聞いています。 

 そういう合意を得ていかなければならない段階で、僕が聞いているうちではそうですけ

ど、今、市として１０年はかかると言われていますけど、地元合意に関してはどこら辺ま

で進んでいるんですかね。 

○議長（市木一郎君） 教育部長。 

○教育部長（藤池 弘君） 地元との話し合いでございますけれども、今年に入りまして

からも、今年の初めについてはさっきの地方創生加速化交付金の説明とかもしてございま

すけども、それが採択されなかった以後につきましても、先ほど申しました滋賀県の補助

事業である里山文化財が織り成す地域支援再生事業について、平成２８年度で終了する予

定だった事業が２９年度以降も継続され、永原御殿も申請が可能であるということが確認

されましたので、５月２９日に祇王学区の自治連合会、祇王まちづくり推進協議会の役員

の方にも説明を行っているところでございます。その際も同様に申請する方向で賛同はさ
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れているということでございます。 

 また、７月７日には本丸の地権者に対しまして、祇王学区の自治連合会、祇王まちづく

り推進協議会の同席のもと、文化財保護課の職員の方から里山と文化財が織り成す地域資

産再生事業の説明をして、さまざまなご意見もいただきましたけども、了解もいただいて

おります。 

 また、８月４日には地権者の了解を得まして、祇王学区自治連合会の正副会長さんと祇

王まちづくり推進協議会の正副会長とうちの職員の方で永原御殿の本丸の現地確認を行っ

ているところでございます。これを受けまして、９月中に祇王学区自治連合会、祇王まち

づくり推進協議会との協議の上、地権者の方の同意を得て、事業計画を県へ提出する、一

応予定としてはそういう予定で進めております。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 県に申請中ではなくて、これから９月中に協議して申請するとい

うこと。 

            （「これからの話」の声あり） 

○６番（太田健一君） これからの話ですね。わかりました。 

 これもきのうの丸山議員の質疑の中、ちょっと答弁をお聞きしている中で、県が今、カ

ワウの調査をされて、その中で７月にも専門家のカワウの対策に対して説明会みたいのが

あったというふうにお聞きしまして、動いてもらえていることは大事なんですが、これは

参加されている地権者の話を聞くと、いろんな卵をよく似た卵にすり替えるとか、自治会

の消防署のポンプに鳥の巣を落とす作戦もあるとか、地元で考えたり、専門家の意見も聞

いたりした中で協議されていると言っていましたけど、これ、根本的な解決はできないと

いうことも言われていたので、今、言われた県の補助というのを申請受けた中で、竹林の

伐採に加えて、文化財としての方向性で同時で進めていってもらいたいと思います。 

 これ、ちょっと通告していないんですけど、先ほど市長が岩井議員との質疑の中で、観

光指針を今、作成中でということも言われていたので、その観光指針、観光という観点で、

今、部長もお話を聞いてもらいたいと思うんですけど、野洲市全体の城山とか、いろいろ

ありますね。部長も知っていると思いますが、ここに山部会の方々がこういう感じで山の

辺歴史の道ということで、北コースと南コースとか、頑張って地図までつくってされてい

ると。きのうの質疑の中でもさまざまなこういう資料をつくられている。行政とボランテ

ィアの方が一緒にタイアップしてやられていると。頑張ってされているのはよく知ってい



 －158－

ます。こういうふうに頑張っておられるので、市全体の観光という点で先ほど妓王寺の話

もしましたけど、という面で、ちょうど今、そういう指針をつくっている最中なので、こ

この文化財保護、整備ということを絡めて考えていくことというのは必要ではないかと思

うんですけど、その点に関して何か思うところがあればお聞きしたいんですけど、ちょっ

と通告していないので、答えられればでいいです。 

○議長（市木一郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（白井芳治君） 永原御殿跡の件についてですね。 

○６番（太田健一君） そうそう。 

○環境経済部長（白井芳治君） 先ほど、教育部長から説明がありましたように、永原御

殿跡につきましては、歴史的価値が非常に高く評価されるべきものだと認識をしておりま

すので、史跡に指定された後、文化財として整備された後に地域活性化のために観光資源

の１つとして活用していきたい、このように考えております。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 最後になりますけど、時間の関係もあるので、通告の内容をちょ

っと省くんですが、参考というか、これも１つの手段ということで、先日、総務常任委員

会の行政視察で鳴門市を訪れたんですけど、そこに「トリーデなると」という施設があり

ます。これはもともと県立の鳥居博物館をリニューアルして、防災や交流の拠点として建

てられているということです。ドローンによる撮影もあったり、ユニークなＰＲのされ方

もされていて、僕たちも見せてもらったんですけど、ここは一見お城みたいな感じに見え

るんですね。お城ではなくて、お城風に建物をつくって、瓦もアルミでいろいろ苦労した

結果、ステンレス製の瓦にしたりとかしながらつくられている施設です。 

 無料の展望台として開放したり、ギャラリーなどもあるんですけど、珍しいのはそこが

防災の拠点ということでも活用されている。その施設の中に５００人分の食料とか、簡易

トイレなどの防災備蓄の倉庫としても充実されておられるということで、改装するための

費用として、耐震化を県、老朽化の改修を市がそれぞれ負担してということでされておら

れました。 

 こんなような実例もあるので、こういった文化財保護の観点と環境という観点ともあり

ますが、防災という観点も新たに加えてやるのも１つの案ではないかなと思いますが、そ

の点に関して何か見解を求めたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 環境経済部長。 
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○環境経済部長（白井芳治君） 先ほど申し上げましたとおり、史跡として指定されて、

文化財として整備された後にはそういう施設も当然のことでございますけども、その施設

を核として、他の施設との結び付きもございますし、夢のある観光施設として展開をして

いきたいなというように考えております。 

 防災については、そういった部分についても活用できるかな、このように考えておりま

す。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 防災という観点でもまた検討の中に入れてもらえればと思います。 

 要は、大事なのは環境とかカワウ被害対策という点ではなくて、文化財としての観点、

そこら辺をうまく絡めていくこと。それと、その竹林被害の解決のためにそういう文化財

保護ということが結果的に地元への問題解決につながる、そして野洲市全体としての活性

化にもつながるということを地元の方であり、市民の方にも理解してもらえるようにして

進めていってもらいたいと思います。 

 最後の質問に移ります。 

 スマートメーター設置による電磁波過敏症の健康被害について、質問します。 

 スマートメーターというのは、電気の使用料を３０分ごと、１日４８回に無線周波数電

磁波を使って電力会社に送信する電気検針器のことでありまして、現在全国の各家庭にお

いてアナログ式電気メーターからこの無線通信機能が付いたスマートメーターへの交換が

進んでいます。 

 関西電力が設置している各家庭での電気メーターは約１０年スパンで交換されていると

言われていますが、例えば甲賀市ではスマートメーターへの交換設置が半分ほど進んでい

るというふうに聞いています。このスマートメーターへの交換が野洲市内でどのぐらい進

んでいるのか、現状を把握しているのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） それでは、太田議員のスマートメーター設置による電磁

波過敏症の健康被害対策についての１点目でございます。スマートメーターへの交換の進

捗状況の把握についてのご質問にお答えをいたします。 

 関西電力に照会をいたしましたところ、スマートメーターへの交換は平成２６年４月よ

り開始され、８年計画で進められているとのことでございます。現在の交換設置状況でご

ざいますが、野洲市だけの件数については不明ですが、大津市、湖南エリア全体では４割
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程度の進捗であることを確認しております。野洲市でも４割程度と思われます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） このスマートメーターが電磁波を大量に放出して、電磁波過敏症

の方々への健康被害ということが懸念されていますが、それを行政として認識されている

かをお伺いしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） 電磁波過敏症につきましては、ＷＨＯ（世界保健機関）

の研究報告では医学的な基準はなく、その症状は電磁界暴露と関連するような科学的な根

拠はないというふうにされております。また、総務省におきまして、生体電磁環境に関す

る検討会の第１次報告がございます。それによりますと、電磁過敏症の症状等、電波暴露

の因果関係については、確かな科学的根拠は現時点では発見されておらず、電波の健康管

理において考慮すべき状況にないと判断するとして、ＷＨＯと同様の考え方を示されてお

ります。 

 本市では、電波と健康被害の因果関係については判断できかねますが、電磁過敏症の症

状が存在することは認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 既にスマートメーターへの導入が進んでいる諸外国では頭痛とか

睡眠障がい、耳鳴り、目まい、動悸などの健康被害が多発して、メーターから出火して火

災が発生したという報告もある他に、第三者にこの電波を傍受されてプライバシーやセキ

ュリティーが侵害される可能性というのも指摘されています。また、メーターから発生す

る無線周波数電磁波は、先ほどはＷＨＯの報告では医学的根拠はないというふうに言われ

ていましたが、僕が聞いている情報の中ではＷＨＯの国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）によ

って発がんの可能性があるというふうにも認定をされているということです。 

 ３点目の質問の野洲市の電磁波過敏症に関しての認識はということに、存在は認識され

ているということを言われていたんですけど、じゃ、その健康被害に関する対策というの

を行っているかどうかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） 電磁波過敏症、済みません。先ほどから電磁過敏症と申
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し上げていますが、ちょっとこれにつきましては、国の方でもまだ十分に研究がされてい

ないというところで、国の方の研究、報告書の中で用いておりますのが電磁過敏症という

ことですので、このようにちょっと回答させていただきます。 

 この電磁過敏症につきましては、医学的な基準が立証されておりませんが、先ほど過敏

症ということではなくて、その症状があるということでご回答をさせていただきました。

皮膚症状、頭痛、目まい、睡眠障がいなどといった電磁過敏症の症状というものが存在す

るということが広く知られていますが、電磁過敏症を訴える方に対しましては、臨床的に

不安、苦しみを取り除く対応が必要であるということと認識しております。 

 本市といたしまして、これまで電磁過敏症に対する相談、あるいは問い合わせといった

ものはございませんが、今後、相談があった場合には医療機関と連携を取りながら不安や

苦しみの解消を図り、症状が緩和できるよう、支援してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 太田議員。 

○６番（太田健一君） 言われたとおり、国内ではまだ認知は全然されていないこの電磁

波過敏症なんですけど、先ほどある程度言ってもらったんですけど、症状としてはある程

度の電磁波を浴びると体が過敏に反応する症状ということで、スウェーデンとかデンマー

クでは病気として認知されています。症状としては自律神経失調症とよく似ていて、病院

では自律神経失調症と診断されることも多いんですが、その自律神経失調症の原因が電磁

波であったという事例も多いと。 

 因果関係は国としてはいまだ認めていない、医療機関もそことしては認めていないとい

うとこがありますが、僕も以前、僕の友人がこの電磁波過敏症ですごい苦しんでいて、ス

キーのインストラクター仲間で長野に住んでいる子だったんですけど、家を全部アルミ箔

で張ってということまでして、その中でも電力会社の電波塔があるので、それをもう撤去

してほしいということで、歩いて、長野から東京までその彼女と同じ病気で苦しむ人と抗

議しに行ったけど、なかなかそれでは電力会社も撤去はしないので、そもそもそうやって

国が認めていない、医療機関もなかなか因果関係がつかめないという中で、結局その人は

そこに住んでいたらどんどん被害が、悪く、もう携帯も持てない、パソコンも１日のうち

何分かしか目の前で見れない、そういった本当に過敏な方がおられるというのは、僕は間

近で見ていたので、結局引っ越しされて、本当にそういう電磁波が届かないとこに、理解

者の方と結婚して、そっちに暮らされている。自給自足しながら暮らしておられるんです
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けど、そういったような人も、実際はいるんですけど、なかなか日本では認知度が低くて、

苦しんでいる方々がたくさんいても表面化してこない。ということは、市民の中にも潜在

的におられるかもしれないけど、表には出てこないというところがあるので、そこら辺の

ことをちょっと考慮して、ちょうど野洲市は前回の６月定例議会で消費者の市民、民間業

者、市民と民間業者と行政の三方よしの野洲市くらし支えあい条例というのが提案されて

全会一致で可決されました。 

 要は、この問題は市民への健康被害に対すると共に、消費者保護という観点、この被害

を受けている方は本当に詐欺やと、関電なんかはスマートメーターを付けてから、その後

に付けましたよと、事後報告だけですね。中部電力とか他の電力会社は付けさせてもらい

ます、付けますよということを言ってやる。どっちにしても、こういう健康被害の電磁波

が出ますよということは、それは民間業者はしないかもしれないですけど、それを全く伝

えずにされているということで、詐欺的なやり方をされるという中で言われております。 

 そのことで交換してほしいということを言ったら、交換された事例がたくさん、ちょっ

と時間がないので、今、言えないですけど、関電の中でも、前のアナログメーターに交換

してもらえるということをされているとこもあるし、事業所によっては、よそがやってい

てもうちはしないという、奈良の事業所だったり、他の事業所があったりするんですけど、

要は対策としてはそういうふうに替えていく。アメリカとかは、もうスマートメーター禁

止と張っている家もあったりするらしいです。 

 そのように、いろんな対策の仕方もありますし、先ほど部長も言われていましたけど、

そういった相談があった場合に医療機関を紹介するなりということもありましたが、関西

電力に対してそういう交換もできますよとか、関西電力にそういう交換をしてあげて下さ

いというつなぎ役とかも必要だと思いますが、その点に関してはどういう思いなんですか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） ２８年８月付は、今までなんですけど、消費生活相談として

スマートメーターによる電磁波に関する相談は寄せられてはいない状況でございます。も

しも苦情なり相談なりが寄せられた場合については、市民生活相談課の方で対応はさせて

いただきます。 

○６番（太田健一君） 終わります。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。再開を１０時５５分とします。 

            （午前１０時３９分 休憩） 
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            （午前１０時５５分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第８号、第１６番、梶山幾世議員。 

○１６番（梶山幾世君） 第１６番、梶山幾世でございます。 

 質問に先立つ前に、今回の台風１０号におきまして亡くなられた方に心よりご冥福を申

し上げますと共に、被災地の皆さんの一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。今回の８月度定例議会では、私は次の３件に

ついて質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、Ｂ型肝炎ワクチン予防接種、１歳から３歳の公費助成について、お伺い

いたします。 

 本年４月から１歳未満の乳児に対し定期接種が決まり、８月議会の補正予算が組まれ、

委員会で審議されることになっております。今回定期接種の対象とならなかった１歳から

３歳の乳幼児に対して公費助成についての考えをお伺いいたします。 

 平成２４年、日本小児学会は厚生労働大臣に提出した要望書の中で、このように述べら

れております。我が国のＢ型肝炎ウイルスに起因する肝がんの死亡者数は年間約５，００

０人、肝硬変による死亡者数は１，０００人、また年間６，０００人以上の新規感染者が

いると推計されております。特に小児の感染者は無症状でも体液中のウイルス量が多く、

感染源になりやすい可能性もあります。ウイルスに感染後、キャリアに移行する確率は１

歳未満の場合９０％、１歳から４歳の場合は２０％から５０％、それ以上の年齢になると

１％以下に激減いたします。一方、幼児にＢ型肝炎ワクチンを接種すると９５％以上で抗

体が獲得され、感染防止効果は２０年以上続き、安全性も高いと言われております。また、

日本小児感染症学会の集団保育における感染対策の論文によりますと、ウイルスのキャリ

アの人の血液だけでなく、唾液、汗、尿、涙からも感染の可能性があり、小児期の感染、

特に３歳まではその９０％がキャリア化しやすく、一生の問題となり得るとありました。 

 平成１４年には佐賀の保育所で園児１９名を含む２５名の集団感染の事例も起きており

ます。うつってもすぐには何の症状も出ないこと。しかし小さいうちにキャリアになると、

大人になってからいつ発病するかわかりません。爆弾を背負っていると言っても過言では

ないと思います。定期接種化が始まる今、将来の肝硬変や肝がん発症の重症化を防ぐため

に、定期摂取の接種の対象から漏れた１歳から３歳の乳幼児に対する任意接種費用の一部

公費助成をして保護者の皆さんの経済的負担を軽くし、任意接種への啓発をと考えますが、
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見解をお伺いいたします。 

 次に、母と子を守り、産前産後ケア、我がまちのネウボラについて、お伺いいたします。 

 ５月２７日の衆議院本会議で急増する児童虐待への対応を強めていくために、児童相談

所の体制整備を柱とした改正児童福祉法などが全会一致で可決成立いたしました。この中

で母子健康法では「市町村は妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供する子育て

支援包括支援センターを設置するよう努める」と日本版ネウボラを法的に位置付けました。

ネウボラはフィンランドで１９２０年に始まった子育て支援拠点で、フィンランド語で助

言の場という意味だそうです。日本版では、子育て支援策をワンストップで対応するとい

うこと。核家族化の進行で不安を抱えがちな子育て世代に対し、保健師やソーシャルワー

カーなどが妊娠中から出産、産後までを継続して支援する安心の体制をつくり出すことを

目指しております。 

 先日、東京中野区の取り組みをさせていただきました。同区では赤ちゃんを迎える妊婦

とその家族の皆さんが安心して過ごせるように妊娠・出産・子育てトータルケア事業を始

めました。特徴的なのは、まずカンガループランを作成することです。区内在住の全ての

妊婦さんを対象に専門相談員が面談し、要望に応じて一人ひとりに適したサービスの情報

を提供し、支援について一緒に考え、プランを作成した方には妊娠・子育て応援ギフト券

１万円相当分が区から贈呈されているようでした。 

 また、なかの子育て応援メールは、出産予定日やお子さんの誕生日を登録すると妊婦週

数やお子さんの月齢に応じて赤ちゃんの様子や子育てアドバイス等の情報配信を受けられ

るようになっております。また、産後期では、ショートステイ、デイケア、ケア専門家派

遣などのサポートも用意されております。 

 時代と共に、家庭や地域のあり方が変化する中で、妊娠、出産、子育てと切れ目なく親

を支える仕組みが極めて大切になってまいりました。その意味からも極めて子育て世代包

括支援センターを核とした産前産後ケアは極めて重要です。また、ふえ続ける児童虐待に

おいても一人ひとりの状況を把握し、より添う日本版ネウボラには大きな役割が期待され

ております。 

 そこで、我がまちの取り組みについて、以下の点をお伺いいたします。 

 まず１点目、子育て世代包括支援センターの活動状況と課題について。２点目、赤ちゃ

んを迎えるまでの妊娠期から赤ちゃんのいる産後期、そして育児期と切れ目のない支援体

制について。３点目、特に産後ケア、産後サポートについて、一人ひとりに寄り添う体制
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について。４点目、児童福祉法の改正により、さらなる安心して子育てができる体制につ

いて。以上の点の見解をお伺いいたします。 

 次に、３点目といたしまして、歩いて暮らせるまちづくりについて、お伺いいたします。 

 この件については以前にも質問させていただいたことがありますが、また別の観点から

質問をさせていただきます。 

 歩いて楽しいまちが健幸につながるとの思いから、この「健幸」は、「こう」は「幸せ」

という字を書きます、楽しいまちが健幸につながるとの思いから質問をいたします。先日、

この件のテーマの研修を受けてまいりました。そこで、新たに認識をした次第でございま

す。我が国では今後１０年間で高齢化の加速度的進行と人口減が見られることにより、健

康状態により生じる多様な問題は、これまで以上に大きな社会的課題となり、国民の安心

及び経済力の維持という観点からも解決策を具体化していくことは重要であります。この

健康状態に最もインパクトを与えるのは学年期及び中年期からの発症者が多い生活習慣病

であります。この克服が現実的には政策的にうまくいっていないのが実情であると思いま

す。 

 まず１つ、自治体における課題として、市民の生活習慣病において、特に運動と食事を

コントロールすることができれば、一定の成果が得られることは科学的に証明されている

ようです。７５歳以上の後期高齢者が増加する我が国では、いかにこの層における虚弱化

の速度を減じ、生き生きとした日常を送れるようにすることが重要な課題となっており、

健康に無関心な層の成人が７割ある中、無関心のまま健康にしていく施策は歩いて暮らせ

るまちづくりとしております。 

 ２点目、歩いて暮らせるまちを実現するためには、首長自身が科学的根拠に基づく政策

推進の必要性、それを可能とする体制の構築、及びその具体策の推進が重要であると捉え、

２００９年に全国８名の市長と共に、Ｓｍａｒｔ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ Ｃｉｔｙ 首長研

究会、略称してＳＷＣと言われておりますが、このことを筑波大学が事務局を担って発足

させ、現在の参加首長は３１都道府県、６３区市町まで拡大されたそうです。滋賀県にお

いては草津市が草津市長が参加されているとお伺いいたしました。 

 ＳＷＣでは、１、歩いて生活することを基本とするまち。そのためには、公共交通がサ

ポートされているまちであること。２点目、高齢者が社会的役割を持てるまちであること。

３点目、市民の健康、医療情報のデータに基づき、的確な健康づくり施策が展開されるま

ちであること。４点目、住民の行動変容を起こすために健康に関心が薄い層も含めて、対
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象に適した情報が戦略的に提供され続けるまちの構築が必要であるということを目指して

おりました。 

 まず１、歩いて暮らせるまちの構築の課題といたしまして、まず１点目、まちの構築が

車での移動が前提となっている点にある。２点目、車に依存せずに移動したくても自家用

車の普及により公共交通網が衰退していること。３点目、住民の多くが車利用の便利な生

活に慣れてしまっていること、及びその生活スタイルを変更する必要性やメリットを理解

していないため、住民の価値観の転換が必要であることとしておりました。 

 ＳＷＣとは、多くの住民が健幸、これも幸せの幸でございますが、になるためのまちづ

くり、すなわち歩いて暮らせるまちをつくることとしております。そのためには、まず１

点目、市民が便利さだけを追求し過ぎない生活を許容できること。２点目、それをサポー

トするためには、１つ目に、社会参加、外出をさせてあげること。また、外出できる場づ

くり、にぎわいづくりをつくっていくこと。２点目、自助を強める施策をしていくこと。

３点目、快適な歩行空間の整備が必要であること。４点目、適度な車依存から脱却を支援

できる公共交通の再整備が必要であること。５点目、まちの集約化、このよう点の内容を

具体的にさまざまな例を通して勉強をさせていただきました。 

 その中で、私は非常にこの歩いて暮らせるまちづくり、さまざまな観点から本当に市民

の皆さんが歩いて楽しいまちに、また多くの方が今以上に歩くことの必要性を感じ、今回

このような質問をさせていただきました。歩いて、快適なまちにするためには環境基本計

画も策定されている中、目に映る環境整備とさまざまな課題はありますが、以上の観点か

ら我がまちの歩いて暮らせるまちづくりについて、市長の見解をお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 梶山議員の３点目の歩いて暮らせるまちづくりについてのご質問

にお答えします。 

 まず、歩くことの効能は多岐にわたりまして、それを可能にするまちづくりはご指摘の

とおり重要であると考えておりまして、私の市長になってからのまちづくりの根幹は、私

自身も歩くことが大好きですが、歩けるまちというのが１つ大きな柱になっていると思っ

ています。ご指摘のように、歩くことは心と体、健康によいことはもちろん、住民同士の

ふれあい、地域コミュニケーションの活性化、そして自然や歴史的資源への関心の高まり

や、その延長として研究や保全とか保存活動の促進、まちの危険箇所への気付きや発見と
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いった、本当に多くの利点があります。 

 具体的には、健康面だけ見ても生活習慣病の予防と改善、それによる医療費負担の軽減、

また歩行運動による感情面、精神面でも好ましい影響、脳の活性化など、本当にたくさん

の効果があることが既に挙げられています。ご指摘のとおり、野洲市における高齢化率は

平成２８年８月１日現在では２４．６％で、いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる平成

３７年では３７．３％となる見込みであり、超高齢社会に向けての取り組みを一層進める

必要があります。身体活動や運動の量が多い人は少ない人と比較して循環器疾患やがんな

どの発症リスクが少ないこと、また歩行速度が速い高齢者ほど生活機能を維持しやすく、

余命も長いことが知られています。 

 このため市民一人ひとりが主体的に生活習慣の改善や健康づくりを実践し、健康で生き

生きと暮らせるまちづくりを目指した野洲市ほほえみやす２１健康プランを策定しまして、

こういった取り組みを進めています。この取り組みでは医師会、薬剤師会、健康推進連絡

協議会等の各代表から成る推進委員会と学区ごとの健康を考える会により推進されていま

すが、平成２６年度には市からの積極的な提案と予算措置を行いまして、推進委員会の主

な活動として、啓発資料「これならできる！私の＋１０（プラステン）－今より１０分多

く体を動かそう－」を作成していただきまして、市民に日常生活の中で身体活動、量をふ

やしていただく取り組みを行っています。当初、これを提案したときはもっと毎日生活の

中に歩いてもらうことの取り組みをということだったんですが、とりあえずこの一歩で今

日、パンフレットを持ってきていませんけども、歩くことの促進の取り組みをこういった

形で進めてもらっています。 

 また、健康を考える会ではウォーキングマップの作成や旬の地元産野菜を使った料理教

室など、地域の特色を生かした健康づくりの取り組みも進めています。 

 さらに、老人クラブ連合会ではグループで歩く活動を進めておられまして、これも特別

に予算措置をして、補助を継続しております。 

 また、こういったソフト面とあわせて、ご指摘のように楽しく安全に歩ける環境が必要

であります。交通網や公園、歩道の整備など、都市環境の整備もあわせて重要であります。

まち全体を視野に、このような取り組みを進めると共に、既に着手しています駅前南口周

辺整備構想、そして立地適正化計画、特にこの中では徒歩圏のカバー率の上昇、徒歩圏歩

いていけるエリアの拡大を目指しておりまして、こういった取り組み。さらには景観づく

り、歩いて楽しいまちでないとだめですから、景観形成、そして琵琶湖周辺を生かした観
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光振興の計画づくりも進めていますが、こういった面、さまざまな面で市民の方が歩く、

健康が大事じゃなしに、歩くことの総合的なメリットを享受していただける地域づくりを

進めていきたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） それでは、梶山議員の１点目の質問になりますが、Ｂ型

肝炎ワクチン予防接種、１歳から３歳の公費助成についてということでございます。特に

定期予防接種の対象から今回対象とならなかった方への任意接種の一部公費助成というこ

とでございます。ご質問にお答えいたします。 

 本年１０月１日より実施予定の１歳未満の乳児を対象といたしましたＢ型肝炎定期予防

接種につきましては、本議会において予防接種関連経費を含む補正予算を提案していると

ころでございます。国が１歳未満の乳児をＢ型肝炎定期予防接種の対象とした主な理由で

ございますが、１歳未満の乳児がＢ型肝炎ウイルスに感染した場合、９割の高い確率で持

続的な感染状況、いわゆるキャリアでございますが、となり、将来において、一部の方が

慢性肝炎、肝硬変、肝がんを発症する可能性があることによるものです。今回、予防接種

化にあたり、国においては乳児以外の接種対象者の拡大の必要性についても検討されてお

りますが、小児期における感染の実態把握が不十分があるなどのことが対象を拡大しなか

った主な理由とされているところでございます。 

 しかしながら、乳児期に限らず幼児期の早い段階に感染いたしますと、持続的な感染状

況、キャリアとなる確率が高いことがある、やっぱり国では確認されておりまして、本市

では早期の予防が課題であると認識をしております。こうしたことから、本市といたしま

しては、Ｂ型肝炎の任意接種の公費一部助成につきまして、今後、予防効果、あるいは財

源等を勘案いたしながら対象年齢や助成方法等についても検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 引き続きまして、２点目の母と子を守る産前産後ケア、我がまちのネウボラについての

ご質問のまず１点目の子育て世代包括支援センターの活動状況と課題について、お答えを

いたします。 

 本市では、現在子育て世代包括支援センターを設置して活動はしておりません。しかし

ながら、子育て世代包括支援センターで行うこととされている業務については、既に関係

課が役割を分担し、必要な情報を共有しながら一体的な支援に向けて取り組んでいるとこ
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ろでございます。 

 子育て世代包括支援センターの主な業務でございますが、１つは妊産婦及び乳幼児等の

生活や子育ての実情を把握する。２つ目でございますが、妊娠、出産、育児に関する各種

の相談の応じ、必要な情報提供、助言、保健指導を行う。３つ目につきましては、妊産婦

の支援プランを作成する。４つ目でございますが、妊産婦や子どもの健康相談、健康教室、

家庭訪問などの母子保健事業を実施する。これらの４つの業務につきましては、健康推進

課が実施しております。５つ目になりますが、保健医療、または福祉関係機関との連絡調

整でございます。こちらは虐待予防の視点から、健康推進課と家庭児童相談室が定例で連

絡会を開催しておりまして、保健福祉のハイリスク者への支援を行っております。また、

母子保健の課題解決に向けて、地域医療あり方検討会の母子保健部会、これ市内の産科医、

あるいは開業助産師、大学の教授などで構成してございますが、この中で具体的な施策を

検討しております。６つ目でございますが、子育て支援事業、こちらについては、子育て

を支援することを目的といたしまして、個別訪問やショートステイ、親子交流の場の確保、

保育園等の一時預かり事業等、豊富なメニューをそろえて実施しているところでございま

す。 

 また、課題につきましては、母子保健法の改正によりまして、平成２９年４月から市町

村に今回の質問でもございます子育て世代包括支援センターの設置に向けた努力を要請さ

れているところでございます。子育て世代包括支援センターに期待される機能、連携につ

いては、現状においては先ほどお答えしたように確保されていますが、さらなる強化のた

め検討が必要かと考えております。 

 次に、第２点目の妊娠期、産後期、育児期までの切れ目のない支援体制についてのご質

問でございますが、妊娠期では母子健康手帳交付時に保健師、または助産師が聞き取りを

行い、支援が必要な妊婦に対しましては支援プランを作成、健康相談等の勧奨や家庭訪問

を行っております。また、産後期では母の産後の健康と新生児の育児支援等のために家庭

訪問を行っております。育児期では乳幼児健診で子どもの成長の確認や子育ての相談を受

けております。また、子育ての情報提供や仲間づくりを目的とした健康教室や健康相談を

行っております。 

 このように妊娠期から育児期までの支援体制については、母子保健事業を中心に民生委

員、児童委員や社会福祉協議会の協力を得ながら事業を進めることで切れ目のない支援体

制につながっているものと考えます。 
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 次に、３点目の産後ケア、産後サポートの一人ひとりに寄り添う体制についての質問で

ございますが、産後ケアは核家族化や地域のつながりの希薄化など、社会情勢の変化によ

り妊産婦や母親の孤立感や負担感が増していることから、本市では本年度からセーフティ

ーネットとして産後ケア事業によるショートステイやデイケアを実施しております。また、

一人ひとりに寄り添う体制についてのご質問ですが、妊産婦支援事業の相談を中心として

地区担当保健師が各家庭を関わりを深めながら寄り添った支援に心がけているところでご

ざいます。 

 最後に、４点目の児童福祉法の改正による、さらなる安心して子育てできる体制につい

てのご質問でございますが、今回の児童福祉法の改正は、全ての児童が健全に育成される

よう児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化を図るとされ

ております。本市では、母子保健事業において児童虐待の早期発見と予防に向けた連携は

既に実践できているところでございます。しかし、今回の改正を受けまして、点検は、や

っぱりする必要はあるかと思いますが、今後、この体制をさらに充実をさせまして、妊産

婦や母親が安心して子育てできるよう努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 梶山議員。 

○１６番（梶山幾世君） 総括ですので、ちょっと順番に整理して、再度質問させていた

だきたいと思います。 

 まずはじめに、市長に歩いて暮らせるまちづくりについての考えをお伺いいたしました

ので、再度少し詳しくお伺いしたいと思いますが、今回、非常に私も健康についての意識

を高めないといけない、自ら感じた次第ですけども、研修の中で早く死ぬベスト２０の中

のベスト５が、１から５はこれだということをおっしゃった中で、まず１位が高血圧だそ

うです。２点目がたばこの喫煙、これは研究の結果ということなんですけども、３点目が

高血糖、４点目が運動不足、５点目が肥満という、この５点が挙げられている中で、健康

なまちづくりにしていくためにはこういった病気にならない解消が必要だということで、

たばこの喫煙はやめない限り難しいんですけれども、あとの高血圧、高血糖、運動不足、

肥満は次の点で解消できるというふうにおっしゃっておりました。 

 まず１つは、先ほど市長もおっしゃっていた歩くことが一番ということです。２点目は、

歩くことだけではだめだということで、筋力を付けないといけないということで、筋トレ

を意識して行うこと。３点目は食生活をバランスよく行う。この３つを意識的にすれば、
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この病気は改善できると断言しておっしゃっておりまして、日常生活がこういった意識を

して行動することが非常に大事ということを感じた次第でございます。 

 この死亡リスクの４位に運動不足が掲げられておりまして、そこで私は野洲市、先ほど

からプラスアルファの歩くこととか、市長も細かい点もおっしゃって下さったんですけれ

ども、もう一歩前進した取り組みが必要ではないかというふうに感じておりますのは、今、

一生懸命取り組んでいただいている方はそれでいいと思うんですけども、まだ外へ出られ

ない方、家の中に閉じこもって出たくない方、歩くことが苦手な方、歩きたいと思っても

なかなか歩けない方、そういう方を歩く方向に持っていく施策がこれからは必要ではない

かというふうに思います。 

 実際、私も最近、歩くように意識しているんですけども、先ほど市長がおっしゃった、

さまざまな道路の問題とか景観の問題があると思います。やっぱり、歩いて楽しいという

のは、目に映るものが快適でなければ、目に映るものが余り不快を感じるものであれば歩

いても楽しくありませんので、そういった面では、道路を歩いていて、目に付くところの

環境整備とかあると思います。先ほどの答弁、３期目の構想の中でもおっしゃっておりま

した琵琶湖までのそういう道路の整備がまだできていないということで、野洲は山、川、

湖という、非常に全てそろった環境の中で、本当にきれいなまちにしていけばもっともっ

と歩くことが楽しいんではないかというふうに感じます。そういった具体的な取り組み、

景観も意識した本当に歩いて楽しいまちに、これから具体的にどのような考えをお持ちな

のか、また今、この運動不足を、５万人の人たちが住んでいるわけですけど、皆さんが本

当に一歩外に出て、楽しく歩いて暮らせるまちにしていくためには、まずどういうところ

から取り組んでいこうとされているのか、この点を再度お伺いしたいと思います。これが

市長に対する質問です。 

 瀬川部長に、型肝炎ワクチンの予防接種につきましては、今、今後関心も非常に深まる

ということと、安心の部分で予防施策とか財源を考えてこれから検討していくということ

ですので、この件は早期実現を期待いたします。よろしくお願いいたします。 

 非常に、１回６，０００円近くかかるということ、目安では５，８００円というふうに

おっしゃっておりましたけども、地域によって違いますが、１回６，０００円から７，０

００円かかり、３回しなければいけませんので、この金額が非常に高いということで躊躇

されている方もあるようです。今、伺いますと、民意で５０％ぐらいは受けているという

ことで担当者から聞いておりますが、対象者が全員受けられるように、また将来不安のな
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いように、そういった啓発も含めてぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 これは答弁は結構です。 

 次に、我が市のネウボラの取り組みでございますが、先ほど子育て支援におきましては、

市長もどこの市よりも積極的に取り組んでいるということで、言っていただいたとおり、

昨年１０月からは妊産婦包括支援事業も開始されて、相談体制も充実されていることも伺

っております。そんな中で今回児童福祉法の改正に伴いまして、全国的にもトータルケア

が見直しということで進められている中で、私も先日、中野区、東京まで行って、ちょっ

とそういう方たちのお話を伺ってきまして、本当に切れ目のない産前、産後のケアが大事

だということを感じました。 

 そこで、特に先ほど部長からおっしゃっていただいた中で、特に産後ケアですね、産後

のサポートについて、一人ひとりに寄り添う体制について、再度もう一度お伺いしたいと

思うんですけども、この本市におきましては、今年の４月１日から野洲市産後ケア事業と

いうことで、野洲市に委託された産後の１日通所サービスと宿泊サービスが行われており

ます。１泊６，０００円で、１日は３，０００円ということで、これ１泊は１日３食付き

で６，０００円、通所サービスは１日３，０００円で、非常にこれは野洲病院が取り組ん

でいる事業としては、１泊３万円もするということで結構高い。それでも、やはり利用者

がいる。産後、本当に安心して母親がゆっくりしたいということで、１泊３万円かけても

利用者がいるということも伺っておりますが、これは経済的に大変な方は非常に難しいと

思いますが、そこで、今回先駆けて１泊６，０００円、最高１週間で６人分ですか、予算

を組んでいるというふうに聞いております。また、通所サービスでは、１日３，０００円

で４人分、計合わせて１０人分。これは６カ月までの間の方が対象ですけども、聞いてお

ります。 

 ニーズにつきましても、非常にリスクの高い方については、これからしっかりと相談を

受けて、こういうところを紹介したいというふうに聞いておりますが、今日まではまだ対

象者はいないということで、これだけの予算を組んで、本当に一人ひとりに寄り添って、

助産婦さんが本当に産後の大変なときに関わってあげれば、非常に安心感というのか、子

育てに対する本当に勇気が湧くという、そういった体験者のお話を伺いましたので、そう

いったところを利用できるような体制を本人の希望ですので、家庭環境に守られて、行く

必要のない方はいいですけれども、結構利用したい方があるのではないかと思いますが、

その辺のニーズについての確認をどのようにされているのか。産前産後の相談の中で、一
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応、そういうハイリスクの方を意識しているということは聞いているんですけども、一歩

踏まえて、やっぱりもっと必要ではないかというふうに、この制度はせっかく予算を立て

ていただいておりますので、安心の部分をどのように考えておられるのか、再度この部分

だけご質問させていただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 梶山議員からの歩くことについての具体的な取り組みについての

再質問にお答えをいたします。 

 まず、一般的に言いますと、歩くことが促進されるかどうかというのは、やっぱりまち

の総合的な魅力によると思っています。さっきいろんな要素を申し上げましたけど、そう

いったことが全体としてレベルが高くないと歩いて楽しくないと思います。個々のご質問

で、家に閉じこもってなかなか外に出られない方をどうするか。これについては、既に、

特に高齢者が一般的な課題になると思うんですけども、いわゆるふれあいサロンですとか、

あるいは老人クラブ連合会のいろんな取り組みもその１つになっていますし、その中で百

歳体操というのも結構やってもらっていて、普及していますので、完全ではないんですけ

ども、それぞれの主体が積極的に取り組んでもらっているというふうに思います。 

 それと、歩くことというだけでは筋肉は増強されませんけども、おっしゃるように筋ト

レなんですけども、その筋トレはいろいろ議論がありまして、専門家に聞いてもエビデン

スがないと、一時少しある業界といいますか、あるサイドからの働きかけがあって、厚労

省筋トレをかなり重視したメニューになっていますけども、筋トレだけというより、やは

り総合的に歩くとか、運動するということの促進でもって、高齢者、中高年の健康と体力

増強を図っていく方がいいんではないかなと思っています。 

 それと、具体的な取り組みは、本当はこの平成２４年の資料をつくる前に大分議論しま

して、私たちが提案したのは、例えば少しポケットパークみたいなのがあれば、そこに安

全な健康器具、それを置いておいてぶら下がったり、少し体を伸ばしたりということも組

み込もうとか、あるいはコース案内、ここからあそこまでだったら２キロですよと、何歩

ですよと、何歳だったらこの程度の時間でとか、何かそういうような表示があるまちづく

りもしましょうとか、それと、三上山の登山の方は多いんですけども、登山口までが結構

退屈なので、国道を通っていったりとか、そういうところにも少し、やはりスポットをや

る。あるいは、湖岸でも、野洲駅から琵琶湖畔まで歩こうという人は一般的にいないんで
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すけども、それも今回のご質問があるように妓王寺へ寄っていくとか、あるいはその手前

のどこどこへ寄っていくとかということをつないでいくと意外に歩けるかもわからない。 

 それと、やはり帰りのバスの連絡とか、そういった総合的なことを議論していたんです

けども、冒頭申し上げたように、なかなか人のそこにアイデアとか労力を割く余裕もない

ので、とどまっていますけども、ぜひそれは実現したい。プログラムはかなりある程度で

きていると思うんですけども、実際、じゃ、どこに健康器具を置くのか。どこにどういう

プログラムで表示をするのか。それと、アドバイス、評価をする仕組みも入れようと、自

分がこれだけ歩いたんだけど、じゃ、それは自分の健康とどうなっているんですかという、

プログラムのアドバイス、結果のアドバイス、これも市の保健師だとか専門家を入れてや

ろうということもその当時議論したんですが、単にその資料だけになっていますので、そ

れはできるだけ早く実現をしたいと思っています。 

 それと、もう一つはクリーンセンター、あそこを整備して、次に旧を解体して、余熱施

設をつくります。温浴施設であると共にプール機能を持たそうと。あそこは里山ですから、

そして、うまくトレッキングコースをとると、市のお金だけでは難しいので、林業の事業

と組み合わせて、例えば希望が丘へ抜けられるルートなんかも結構魅力があるので、そう

してまた、一風呂浴びてもらって帰ってもらったらいいわけですから、これも今、クリー

ンセンターの余熱利用施設の検討の中では考えていますので、幾つか具体的な取り組みが

そんなに大きなお金もかけないで、かつ時間もかけないで実現できるのではないかなとい

うふうに思っております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） それでは、先ほどご質問いただきました、特に野洲市の

妊産婦支援事業、包括支援事業の関係で産後ケア事業についてのご質問にちょっとお答え

をさせていただきます。 

 この産後ケア事業につきましては、２８年度、本年度から実施しているところでござい

ますが、この運用といたしまして、全体の流れは妊娠期から子育て期までの総合的な相談

を通しながら、特にハイリスクのある方等については、心身のケア、リフレッシュをして

いただくことができるよう、セーフティーネットとして産後ケア事業を実施しているとこ

ろでございます。 

 当然利用者負担を伴いますので、この中で本人の同意も必要なんですが、その前提とし
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て相談等の中で個別にケアプラン等、支援プランを作成しながら本人に寄り添ってご意向

等も確認しながら進めていくような事業になっております。今現在は利用者がございませ

んが、今、相談を受けている中には利用を勧めている方も少数ではございますがあること

と聞いておりますので、事業のあり方として当面は、もうしばらくは、始まったとこです

ので、このように妊産婦からの相談支援を通しながら必要な方に利用を進めていくという

やり方の中でこの事業を実施していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 梶山議員。 

○１６番（梶山幾世君） ありがとうございました。 

 市長の方から平成２４年、ポケットパークをつくって、健康器具とか、これ私もこうい

うものがあれば非常にいいなというふうに、特に最近、鹿児島県のやねだんというところ

にちょっと視察に行ったときに、皆さん非常にお元気で取り組んでいる中で健康器具が置

いてありまして、私もその健康器具を使ったんですけども、７０幾つの方と一緒にして、

私は全然足も及ばない、何もできないという、実際使ってみると、体がかたいのかなとい

うことを感じまして、そういう歩く中でそういう器具があると使ってやってみたい、そう

いうまちがあればいいなということを最近感じたところでございましたが、市長がそうい

うことも今後考えていきたいということでございますので、ぜひそういう、この平成２４

年の考えがなかなか実現できていないということですので、再度この内容を実現に向けて

取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 この間、市長が４回シリーズでまちづくりフォーラム野洲２０１６、今回４回フォーラ

ム、４回コースで今度９月２２日、医療関係の方のがありますけども、ここでは１回目は

「安心と豊かさを実感できるまちへ キックオフ・フォーラム」ということでスタートを

しました。２回目は「誰もが安心して豊かに生きるためにできること」というテーマでさ

れました。私も２回とも参加させていただいて、野洲市が今、大きく駅前も含めて変わろ

うとしている中での市長の取り組みだったというふうに聞かせていただいておりましたが、

ここで市長は誰もがということよりも１人がしっかりと安心して豊かに育てられるという、

その他大勢というよりも一人ひとりに焦点を当てていきたいというふうなことをおっしゃ

っておりましたので、こういった中に皆さん一人ひとりが歩いて楽しいまちというものも

この中にしっかりと入れていただきたいなという思いがありますので、この辺ちょっと感

想を込めて付け添えておきたいと思います。 
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 あと、ネウボラの取り組みなんですけども、野洲市は先日、県からも昨年１０月に発足

した妊産婦のケア事業で市が県からも先駆けて取り組んでいるということで、視察にも行

きたいというような要望があったぐらいなので、非常に早い取り組みを、国の制度よりも

取り組んでいただいているということは認識いたしております。 

 しかし、全体的に今、虐待がふえている中で、虐待の内容も聞かせていただきましたけ

れども、やはり産前産後のきめ細かな対応の中でどれだけ、今、保健師さんが中心に訪問

されているというふうに聞いております。中野区の場合は助産師さんが手分けしてきちっ

とということで、助産師さんの訪問と保健師さんの訪問では、やはり寄り添い方が違うと

いうことで、そういった赤ちゃんを取り上げた方が寄り添うということは非常に安心の部

分であるということで、私も聞かせていただきましたけれども、今後こんにちは赤ちゃん

事業で４カ月未満の訪問がされておりますけれども、しっかりとその全世帯にそういった

孤独にならない取り組みがしっかりされているのかどうかというところが若干心配な部分

であるんですけれども、ちょっと再質問の中で入れてなかったその部分、ちょっと瀬川部

長に触れていただいて、私の質問を終わりたいと思いますが、いずれにいたしましても、

これから野洲市民が本当に快適に野洲に住んでよかったというまちになっていくような取

り組みをしっかりと、出産から高齢者までが本当に野洲に住んでよかったというまちづく

りにしていただくことを希望いたしまして、最後の１点を質問して終わりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） 今、梶山議員の方から保健師を中心とした妊産婦への訪

問なり相談という部分の他に助産師によるということでどう考えているのかというような

ご質問だったかと思いますが、この妊産婦を支援していくために基本的に昨年度までです

が、妊産婦支援事業、これは相談を主体とした内容になるわけでございますが、必要な方

に支援プランを作成していくというようなことになりますが、この業務については、今現

在、助産師の嘱託職員を雇用いたしまして、主にこの相談がこの助産師を中心として妊産

婦さんと相談支援ができるような体制を確保しておりますので、こういった意味からは、

今、議員がおっしゃった趣旨にはかなったような事業実施になっているものというふうに

は考えます。 

 以上です。 

○１６番（梶山幾世君） ありがとうございました。終わります。 
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○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。再開を午後１時といたします。 

            （午前１１時４４分 休憩） 

            （午後 １時００分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第４番、岩井智惠子議員より発言を求められておりますので、これを許可します。 

 岩井議員。 

○４番（岩井智惠子君） 先ほど一般質問で「債権管理条約」と申し上げましたが、「債権

管理条例」の間違いでございました。ここに深いおわびを申し上げます。申しわけござい

ませんでした。 

○議長（市木一郎君） 続いて、健康福祉部長より発言を求められておりますので、これ

を許可します。健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） 午前中の梶山議員の最後の産前産後ケアのご質問の答弁

で、妊産婦の相談支援にあたっている助産師の職ですが、「嘱託職員」と申し上げました

が、正しく「臨時的任用職員」でございましたので、この場をおかりしまして、訂正させ

ていただきます。申しわけございませんでした。 

○議長（市木一郎君） 次に、通告第９号、第１４番、鈴木市朗議員。 

○１４番（鈴木市朗君） 第１４番、鈴木でございます。 

 午後のトップバッターとして、２題の質問をしてまいりたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 まず最初に、岩井県、また北海道における台風に見舞われた方々の一日も早い復興を心

からご祈念申し上げたいと思います。 

 私たちの住む郷土野洲では、今、食にナンバーワンのみずかがみが刈り取られておりま

す。そのみずかがみの様子を見ていますと、すばらしい穂ができて、「稲は実るほどにこう

べを垂れる」という昔からの言葉がございます。私ども議員も、やはり実りの多いような、

そういう稲穂でこうべを垂れて、市民の負託に応えてまいりたいと私は考えております。 

 それでは、質問に入りたいと思います。 

 まず最初に、立地適正化計画とまちづくりについて、お尋ねをしたいと思います。 

 それまでに、この一般会計予算規模の推移を２３年度から２７年度まで上げさせていた

だきました。２７年度の決算では２４９億という莫大な金額で、過去最大の金額になって

おります。これはもとより私が後で申し上げますが、クリーンセンターとか、そしてまた
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こども園の整備等に充当されているもので、過去最大の２４９億、約２５０億の予算でご

ざいます。しかるに、このような２５０億近いこの予算規模は、やはりこの野洲市を会社

に例えるならば、私は市民が株主であって、行政がそれを運営していくと、いわゆる市長

が２５０億の売り上げのある株式会社の社長だというように私はとっております。 

 そしてまた、午前中にいろいろの議員の方の質問の中にあったように、市長においては、

我がまちに本当にすばらしい施策を展開していただいたことについては、私もこの場をお

かりして深く御礼申し上げたいと思います。いろいろと申し上げたいことはありますが、

一般質問の中で限られた時間でございますので、本題に入っていきたいと思います。 

 本市の立地適正化計画については、平成２９年度、国、県への事務要望事項で、重要課

題として取り上げられています。本計画は、都市再生特別措置法に基づき２０年先の将来

都市像を見据え、立地適正化計画について平成２８年度から２９年度にかけて策定されて

おります。全国的に見ても当湖南地域は人口増加傾向にあるが、本市においては、人口集

中地区内の人口密度が７２．９人減ったで、県内では最も高い水準を維持する一方で、市

街化区域が１２．５％、草津市が３８％、守山市が２８％、栗東市が２６％と、他市に比

べて非常に狭い市街化区域であります。ですから、新たな宅地開発ができないと、都市構

造上の野洲市の課題となっています。このことは当然、固定資産税、個人市民税にも影響

を及ぼし、将来的に潤沢な自主財源確保が難しくなると思います。 

 ちなみに、平成２６年度は自主財源比率が５７％、依存財源４３％、平成２７年度は自

主財源が４９％、依存財源が５１％であります。先ほど申し上げました２７年度はクリー

ンセンター、あるいはこども園の整備により高くなったと考えられます。また、本計画は

野洲駅南口周辺における都市機能誘導施設として、２８年度内に策定される都市再生整備

計画に位置付けられる野洲駅集客医療拠点、市民病院を中心に健康とにぎわいをテーマに

野洲駅南口地区の整備も図り、持続可能な都市構造へと転換を図るものです。 

 また、それ以前に私は申し上げたいのは、大分古い話になりますが、これ平成１９年７

月３０日に企業立地促進法に基づく工場誘致の特例措置というものが平成１９年７月３０

日に当時の経済産業省の甘利大臣から出ております。このときに、当時の市長はこの措置

は滋賀県で野洲市が第１番やということで、職員さんもご存知だと思います、約１４０ヘ

クタールを工業団地として造成していくという、そういうようなお墨付きを甘利経済産業

担当大臣からいただいておるにもかかわらず、何にもその効果が発揮できていないという

のが現状なんです。これはこの立地適正化計画とは関係がない話ですが、全て計画倒れに
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物事が終わってはならないという思いを持って質問をしておりますので、理事者の方もそ

の辺をお汲み取りいただきたいと思います。 

 では、以下の点についてお尋ねいたします。立地適正化計画の策定に関わる弾力的な運

営とはどういうような運営なんですか。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 鈴木議員の立地適正化計画の弾力的な運用についてのご質問にお

答えをいたします。 

 立地適正化計画というのはご存知のように国が示している計画でありますけれども、か

つての高度成長期、あるいは都市化の拡大によって広がっていた市街化区域を今の少子高

齢化、人口減少社会の実態を踏まえて、いわゆるコンパクト化することによって、活性化

の維持を図って都市機能の充実を図ろうという計画です。そういう意味では、広がったも

のをもう一度再編集積をしようという計画ですが、野洲市にとっても都市集積はまだまだ

不十分でありますけれども、少し特殊な事情がありまして、今もご指摘のように市街化区

域の面積が１２％である。近隣でもそれの倍か３倍近い面積です。土地が要らないんじゃ

なしに、本当に野洲に住みたい、うちを建てたいという要望はかなりありますし、あと工

業立地、よそからも話もありますし、中で展開しておられるところが１ヘクタール、数ヘ

クタール欲しいという話を従前から聞いています。でも、農地の転用はそう簡単ではない

ですし、ごく一部ありますけれども、使える土地はもうほとんどないという状態です。 

 そういう意味で、国の方針とは少し違う動きをせざるを得ない。まとめつつ、一方では

必要なところで広げるということですので、一般的な立地適正化計画とは少し違う計画づ

くりをしないといけないというところは弾力的な運用をしていただきたいということで、

立地適正化計画に取り組む当初から国交省には、ちょっと異例ですけれども、野洲市の特

殊事情でこういう運用で行きますということで了解を得て進めております。 

 そのためにはまず計画づくりで集積を図る場所がどこかといいますと、今、計画でお示

していますように野洲駅周辺をまず１つの拠点、そしてから、あと旧の中主町役場周辺で

すね、西河原、吉地あたり。あそこにも集積がありますから、拠点とするというのと、た

ちまちは篠原駅が南北両方アクセスができるようになりましたから、１つの拠点ですし、

中長期的には今日もご質問ありました祇王新駅、こういった形で集積を図ると共に、一例

で言いますと、近江富士団地ですとか、そういった一定の人たちが住んでおられる地域、

あるいは旧の集落にとっても便利が低くならないようにということで交通アクセス、ある
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いは道路の便宜によってその集積のメリットが受けていただけるように取り組んでいくと

いう方向で考えています。 

 それと、野洲市の特殊な課題としましては、先ほど言いましたように、野洲駅前が３、

４０年何もないと、あったときでも工場しかなかったという、この近隣のまちから比べて

も、いわゆる市街化形成、都市集積がそもそもなかった。だから、都市集積を図るという

か、散らばっているものもなくて、そもそもなかったという意味では、私は集積というよ

りは創設という要素も秘めています。今、いろいろ野洲駅前の計画を練っていますし、い

ろいろなご意見もありますけれども、商業とか何とかという以前に、まず都市機能の集積

を駅前を中心にして広げて図っていかないといけません。３０数年間、市街化区域の低未

利用地を抱えているまちというのもこれ珍しいまちであります。 

 それと、もう一つは鈴木議員も関係はしておられますけども、平成２２年ぐらいから手

がけまして、いろいろ国、県、本当に一時はけんか腰だったんですけども、２年間かけて、

平成２４年に約１７．数ヘクタールを市街化区域にしました。基本的には、大規模小売店

を中心にした商業系、サービス系という計画でその前提で都計審も通していただいて、国、

県との協議も終えています。でも、残念ながら、これ４年経ちました。これ低未利用地で

す。ラベルが、レッテルが張られています。本当は今の立地適正化計画で大きな課題は、

野洲駅前は今、見通しが立っていますけれども、この１７．数ヘクタールをどうするか、

これだけの市街化区域の低未利用地を抱えながら拡大ということがなかなか論理的に難し

いんですけども、それもあわせて、今回の立地適正化計画の中できちっと位置付けていき

たいということであります。端的に言いますと、コンパクト化しつつ、拡大も図ろうとい

うのが弾力的な運用であります。 

 それと、なお財源で言っていただいたんですけども、依存財源と自主財源の比率が云々

ということもありますけれども、決して自主財源比率が低いからだめだというわけではな

くて、うまくいろんな補助金とか交付金を活用して事業を行うと、当然、絶対金額として

の自主財源が減ってなくても比率として減ってきますので、むしろ一番効果的なのはその

バランスを見ながらやっていくのが当然でして、単純に自主財源の比率が高いからいいと

いう意味では、私は当初からやっておりません。 

 それから、一説には野洲市の借金、債務がようやく４００数１０億あるとおっしゃって

いるんですけども、これも幾ら言ってもご理解されないんですが、借金のかわりにいろん

な資産、学校があったり、治水施設ができていたり、ですから、消費されたお金で借金し
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たらだめですけども、きちっと社会資本が整って、子どもたちが安全な学校で快適に学習

ができる、子どもたちが安心な施設で保育を受けられるといったものは決してこれは無駄

な借金じゃなくて、バランスシートからすれば、当然あってしかるべき借金で、いつも言

っていますように健全に計画的に返済ができていれば、決して借金は怖くない。むしろ施

設が市民のために活用されているかどうかの方が肝心でありますので、立地適正化計画に

も及びますので、そういった観点からこれからの野洲のまちづくりを進めていきたいと思

っています。 

 恐らく国８バイパスが通じますと、守山よりも鉄道と道路のアクセスが格段に高まりま

す。それと、草津よりも高まるんではないかなと思いますので、それを見越した立地適正

化計画なり、まちづくりを進めていきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えとします。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） ただいまの回答の中で、コンパクトシティー、これは国が示し

ている都市形成の形をそのまま持っていくものであって、市長の今の答弁では、この若干

国の方針とは違ったようなコンパクトシティーの形成を今、説明していただきました。 

 例えば、都市機能がその一部に集積していくとしたら、例えば篠原学区とか、そこらの

お住まいの方たちが非常に、そりゃ交通アクセスを便利にすればそれまでですが、そうい

うような離れたところがどういうような影響があるのか、そういうことについてもぜひと

も考えていただきたいというのと、例えば篠原を例に出しましたが、私は詳しく調査はし

ておりませんが、篠原学区ではコンビニも１軒もないというような、今のこの状況ですか

ら、やはりそこにお住まいの方たちがどのように思うておられるのか、そういうことも踏

まえてコンパクトシティー化をしていかなければならないということを私は思っておりま

す。 

 それから、市長がおっしゃいました都市集積、これは創設をすると。そこで、機能を働

かすということですね。また、平成２４年に１７．５ヘクタールの市街化区域をこれ、当

時、私も都市計画審議委員でございました。この中でも都市計画審議員の方がおられます。

例えば、Ｃ地区を近隣商業区域に持っていこうという発言もされております。しかし、蓋

をあけてみたらそうでもない。なかなか難しい要素がたくさんあります。そしてまた、県

道大津能登川線の道路幅の関係、さまざまなことが要因として挙がっております。 

 一般質問の中でも、企業誘致、企業誘致とおっしゃっている方がたくさんおられますが、
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市長がおっしゃいましたように、この１７．５ヘクタールのうち約９００ヘクタールほど

を近隣商業区域にして大型商業店舗を誘致しようという、これは計画策定中です。事前協

議にも出しているというような話もお聞きしておりますが、ちなみに、今、この１７．５

ヘクタールのこの農地を固定資産税別に見ると３０万までなんですよ、固定資産税として

の納付しているのがね、この１７．５ヘクタールで。ところが、そういう商業集積、ある

いは住居を張り付けていった場合、これは私の試算ですよ、少なくとも土地建物、それに

付随する償却資産税で大方１億５，０００万から２億入りますよ。これは私の試算ですよ。

ですから、やはり議員も自主財源の確保というてうたっておられる議員がおられますけれ

ども、こうして決まったものについてどういうようにしてまちづくりをしていくかという

観点にも行政と共に考えていく必要が私は大いにあると思います。 

 ですから、今、市長がおっしゃいましたこのコンパクトシティー、これについては答弁

を求めませんが、やはりそういう今、申し上げましたような野洲市民５万１，０００人が

住みやすいまちをつくっていただくように、これはもう回答要りませんから、お願いいた

します。 

 それでは次に、２点目の平成１９年に策定された第１次野洲市総合計画を踏まえ、平成

２４年４月に上位計画である第１次野洲市総合計画都市計画に関する基本的な方針が都市

計画マスタープランで示されております。特にまちづくりの基本となる土地利用が示され、

中長期的に市街化編入に指定されている場所を今回の要望の中でどのような形でやってい

かれるのか、お考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） それでは、鈴木議員の２点目のご質問でございますが、

都市計画マスタープランに示される中長期的に市街化を検討していく地区に係る平成２９

年度、国、県要望における考え方について、お答えをいたします。 

 平成２９年度、国、県要望においては、個別地区の市街化編入について要望しているも

のではございませんので、先ほどの市長の答弁の中でも触れられましたが、本市の地域特

性を踏まえた上で立地適正化計画において段階的な市街化区域の編入を位置付けるという

ことについて、国及び県の理解を得ようとするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） このマスタープランの何の中で、ざっくりした説明を部長から
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ただいま回答としていただきましたが、ちなみにまず私が一番感激したというのか、よく

やってくれたなという、編入の部分ですね、国道８号バイパスに係る今ある工場の移転、

道路を挟んで７ヘクタールの青地を工業地域として認定していただいたと、それはこの見

直しの中でのことじゃなしに、随意的にそういうような、随意的に努力されて、その工業

区域に編入になったということは、私はこれは大変立派なことだと思いますよ。これ、滋

賀県でもこんなことはめったにないと思う。それだけ行政の方が努力をしていただいてい

るという、私は姿を見ています。 

 そして、この野洲市まちづくりビジョンの中で、さまざまな地区が候補に挙がっており

ますね。ランク別に見ますと、Ａランク、Ｂランク、Ｃランクとランク付けがされており

ます。例えば、西河原の８と西河原の１５というのが、これは同じＡランクで湖南幹線に

合わせた市街化整備ということで、うとうております。ちなみに、この西河原地区につい

て特定保留地という形のものが以前ありました。そういうものが今後どのような形で推移

していくのか、あるいはまず私はまちの発展に伴う沿道の利用、これは三上の１２ですね。

これに関しても、８号バイパス整備に伴う沿道土地利用の誘導や既存企業の工場用地の確

保、これは先ほど私が言いましたように、国道８号バイパスに沿うて、側道が両帯に付く

という説明もありましたね。その側帯に市街化区域を張り付けていく。国８との間に市街

区域を形成していき、住宅、あるいは沿道サービス系のものをつくっていく。 

 この中で、例えば上屋地区に新駅整備に伴う情報交流創造拠点の形成ということで上が

っております。これは平成１６年に合併したときに、職員さんの中で覚えのある方がおら

れると思いますが、新駅構想について合併特例債が１６億を見てたということを私は覚え

ております。それ途中で消えましたけど、合併特例債で１６億を見ていたんですよ。職員

さん、この中で覚えございませんか。私はしっかり覚えていますよ、山﨑さんのときに１

６億。それは消えました。そういうこともありますので、例えばの話。 

 この新駅構想の中で、Ａランクに上げておられますが、当然新駅をつくる以前に、やは

り周辺の整備をしていかなければ、駅なんて田んぼの真ん中につくれるもんじゃない。田

んぼの真ん中につくったのは岐阜羽島駅の大野伴睦さんだけですわ。ですから、そういう

ような手だてを、やっぱりきちっとやっていかなあかん。そういうことについて再度お尋

ねしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） 鈴木議員のご質問でございますが、まず幹線道路沿い
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の市街化区域の候補地の今後の考え方といいますか、そういったものも含めまして、お答

えをさせていただきたいと思いますが、まず今回候補地と挙げさせていただきましたのは、

近年のインフラ整備、あるいは宅地の連担性も踏まえまして、中長期の視点で土地利用の

構想を示させていただいたものでございます。実際の市街化区域編入等の検討につきまし

ては、当然ながら地元の調整も含めまして、それぞれの地域ごとに都市計画法の定めによ

り丁寧に進めていきたいと、このように考えているところでございます。 

 それとまた最後に、合併特例債の件でお尋ねがあったと思うんですが、確かに議員おっ

しゃるように合併当初において新駅設置の検討調査費として、おっしゃられた１６億円は

確かに計上されていたと、このように認識はしてございますが、その後の社会情勢の変化

とか、あるいは市民のニーズにも当然変化はございまして、それに応えるために差し迫っ

た、早急に対応しなければならないというような事業を優先して今日まで実施をしてきた

というような経緯がございます。例えますと、具体的には学校の耐震化、あるいは学童保

育所の倍増とこども園の整備、新クリーンセンターの建設、それと雨水幹線事業と、さま

ざまな事業を優先してきたというような状況でございますが、この１６億円は消えてしま

ったとおっしゃいましたけども、新駅の問題につきましては、野洲市の重要施策、今後の

重要な課題でもございますので、適切な時期を見極めた上で、今後具体的な検討を進めた

いと、このように考えてございますので、ご理解のほどをよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） いろいろなことを申し上げまして、申しわけございません。今、

１６億、覚えていただいているだけでもありがたいと思います。市長も４５０億の借金と

いうのは、４５０億の借金があってもそれにかえる資産があるということで、それは私は

全然問題視しておりません。金は借りてもそれだけ４５０億以上の、要するに資産があれ

ばいいわけですですから、それはもう全然問題じゃないと思います。 

 私が昭和６３年に町会議員に初当選させてもらったとき、全国町村会長は宇野勝さんで

した。よく宇野勝さんがおっしゃいました。「鈴木君、３割行政いうてな、税金３割あった

ら、１００％の事業ができんねんから、鈴木君、そんな心配せんでもええよ」とよく言わ

れたことがあります。それと今日とは随分違いますから、そんな手法はもう今は通用しな

いと思います。 
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 ちょっと③は飛ばしまして、次に社会資本整備総合交付金の重点配分について、お尋ね

したいと思います。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 何か背景がないとあれなんですけど、恐らく想像してお答えしま

すけども、立地適正化計画を前提としての今、ご指摘の交付金がございます。今回野洲市

は計画を策定していますので、その枠の交付金を使おうということです。これも既にご説

明していますけども、制度的には交付対象の事業費が２１億円が前提で、それの２分の１

まで交付金で見てもらえるということですので、当然３０億でも４０億でいいんですけど、

対象事業は２１億、半分がもらえるということですので、今は病院の整備費にその交付金

が充てられるという制度になっていますから、病院に最大で１０億５，０００万。ただ、

この交付金は満額付いているところもありますし、当然もっと低い率もあります。全国的

平均、今までの実績でいくと４割ぐらいですけれども、最大限いい条件でいただくと。た

だ、これは現在の病院の収支のシミュレーションには入れていませんので、プラスアルフ

ァとして、いわゆる真水の交付金が得られるということになります。 

 その他、これも既にお話ししていますけども、立体駐車場とか市民広場も別途これの整

備の中の交付金対象になりますから、先ほど申し上げましたように自主財源か依存財源だ

というんじゃなしに、できるだけ健全な財源をうまく組み合わせて遅れている野洲のまち

づくりを進めていきたいと考えております。そういったことを今の国、県への要望書で書

いているということです。 

 それと、今、触れていただきました祇王の駅ですけども、私が市長になったときから掲

げています。これは旧の祇王村と中里村でもお金を積んでいて、念願であったと。それが

旧の計画を新市のときにも入れ込んだと。バーゲンセールでしたから、とりあえず１回１

０億を積むような形にしながらどこかで裏で全然別のところへ行っているわけですけども、

まずは篠原駅がもう着手していましたから、だから、それを完成してからと。当時、私は

申し上げたと思いますけど、篠原駅の計画が４０数億だったのを徹底的に議論して、２０

数億で半分になっています。５５％の交付金。だから、その当時、冗談で言ったと思うん

ですけど、お釣りだけで祇王新駅ができるぐらいのことにはなっていると思うんですが、

順番の整備ということでと思っています。 

 それと、新踏切も先ほど岩井議員からご質問ありましたけど、もう悩むじゃなしに、そ

もそも本当は線路より国道側の開発をするときに考えておかないといけない。子どもたち
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が通学する、一定人数が通学するのをわかっていながら開発を認めているわけですから、

本当は何とかしないといけないんですけども、道路構造から難しい。とするなら、もう新

駅構想の中でやった方が一番いいと。現に、あそこは本当は中主野洲線の道路もあれはも

う本当に踏切代替という位置付けになっているわけですね。でも、不便だから、アンダー

も残してもらって、アンダーを閉鎖せえと言う方もいるんですけども、アンダーも残して

います。ということからすると、そんな条件は悪くないんですが、子どもたちの通学、通

園は確かに危ないので、もうやるんであったら思い切ってできるだけ早く祇王新駅をつく

ることによって解決をしようという方向ですので、ちょっと午前中の答弁はもたもたして

いましたけども、ほとんど見通し済みです。 

 ですから、いつ基本的な治水対策とか市街化区域の張り付けをして、駅は安いとは言い

ませんけど、２０億円ぐらいでそこに交付金をいただいたら、今の野洲市のレベルでいけ

ばそんなに大きな負担じゃないんですが、誰がそこで使われるのか、誰がそこに工場内を

立地するのかというところと連動していかないといけないので、そういった方向でいい方

向をできるだけ早く見出していきたいと考えています。 

 ついでに、永原御殿も何か今日の議論は全然今まで踏まえていませんでして、去年の自

治会との話し合いの公式答弁しか出てなくて、あの中で議論したことが出ていません。今

現時点でどうなっているかといいますと、私が市長になる前からあそこは何回でも話題に

なっていました。どういう整理をしたかというと、第１段目は、国の史跡になれば用地費

の補助が２分の１来るからと、そういう論議で進めかけたわけですね。その国の史跡にな

るためには基礎調査をしないと、要件があるかどうか。でも、それをやっていた途中に国

の史跡にしても用地費は出てこないという話になりました。出てこないわけじゃないんで

すけど、指定されても順番が回ってこないと。それなら、もう早く地元で考えてみようと。

究極の案は、竹やぶ触ろうが、いろいろしようが、やはり権利関係があるので、可能であ

れば地権者とか地域とお話しして公有化をした上で史跡指定もするという、これは究極の

シミュレーションですけども、そういう議論も含めてやっていますので、ただ、いざ地元

が入り出すとなかなか難しい。個々に物すごくふくそうしています。 

 現に今年の３月の加速化交付金の話のときにも内々地元で話ししたら、あんまり簡単に

触れませんからというお話も聞いていたんですが、幸か不幸か、あの交付金がなくなりま

したから、その話題はなくなったんですけども、別途、今日教育委員会が話してくれてい

ました。とりあえずああいう形で地元とのお話をする場をつくろうと。そんな簡単に切っ
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たり、張ったりとできるものじゃないので、慎重にやろうと思っていますので、これも立

地適正化計画とも絡みます。まち全体を対象にして、皆さんが安心して、そして見通しが

あるまちづくり、今までは突然道路ができたり、突然工場が立ちましたけど、全ての情報

が議員の皆さん、市民の皆さんに知ってもらった上で何が動いているのか、わかる計画と

いうものにこの今回の立地適正化計画は使っていきたいと思いますので、少し付け足しで

すけども、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） いろいろな分野において丁寧な説明をいただきまして、本当に

ありがとうございます。 

 そしてまた、永原御殿の話まで出てきましたので、今日、ちょっと休み時間に太田議員

と話ししていまして、長浜城、豊臣秀次のお城ですね。秀吉のおいです、豊臣秀次。最終

的には高野山へ送られて、切腹させられた武将です。当然、長浜城というのはその時点で

取り壊しになりました。近年になって、そのお城を当時の姿とは若干違うけんど、再来し

ようじゃないかということで長浜城が築城されました。あれは鉄筋コンクリートでできて

いますが、織田軍と話の余談の中で、永原御殿も長浜みたい、もう一回築き上げたらどや

というような話もしていましたが、私はそれぐらいの意気込みを持ってやってもいいと思

うんですよ。それは当然、お金の問題もありますから、将来、現未来的にそういうことも

考えてもいいんじゃなかろうかなということです。 

 話は余談になりましたが、私には持ち時間がありますので、次に移らせていただきたい

と思います。 

 野洲川北流側帯公園整備についてですね。野洲川北流側帯公園については、市三宅地先

を中心とし、県道野洲中主線、あるいは野洲小南線から見ても緑豊かな稜線が人々の目を

安らげ、心を癒してくれる唯一の側帯と言えます。今後においても守っていくべき環境の

１つではないかと思います。人は「自然保護」と声を出して言いますが、人間は自然の環

境に生かされていることを忘れてはなりません。私が当時最初、みずかがみの話をしまし

たが、実る稲穂はこうべを垂れるという話をしましたが、まさしく、今、刈り取られたみ

ずかがみにおきましては、これは自然が恵んでくれた本当に宝物だと私は思っております。

そうしたことから、私は次の質問をしたいと思います。 

 １番に、計画の見直しはどういうような形で行われたんですか。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 
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○都市建設部長（小山日出夫君） それでは、鈴木議員の１点目のご質問でございますが、

（仮称）野洲川北流側帯公園整備事業の見直しについて、お答えをさせていただきます。

（仮称）野洲川北流側帯公園整備事業につきましては、５月の全員協議会においてもご説

明いたしましたとおり、本年４月、野洲川側帯に隣接します県有地での自然林の保護活動

に携わっておられる方々から野洲川側帯にあります築山の存置や駐車場配置計画に際し、

自然林の一部消滅の危惧など、さまざまなご意見、あるいは要望をいただいたということ

でございまして、市が計画しておりました多機能な公園の事業目的や、あるいは事業計画

に影響があると判断をいたしまして、本事業を中止することに至ったものでございまして、

現在のところ、見直しの計画はございません。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） 今のこの側帯の計画面積、県有地ということはおっしゃいまし

た。この計画面積はいかほどなんですか、計画されていた面積。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） それでは、２点目のご質問でございますが、（仮称）

野洲川北流側帯公園整備事業の計画面積について、お答えをさせていただきます。 

 整備計画しておりました面積は約１４万９，０００平方メートルでございます。その内

訳といたしましては、県有地の緑地部分の約４万７，０００平方メートル、国有地の側帯

公園部分の約７万８，０００平方メートル、せせらぎ公園等を計画しておりました河川の

高水敷の約２万４，０００平方メートルでございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） まず、側帯の側道を走っていますと、ボランティアの方が、何

名かがこの広大なるこの森林の中で、森林と言うとなんですけど、林と表現していいのか、

森と言うて表現していいのか、その辺がちょっと難しいなと思うんですが、かなりその辺

の環境整備をされておるというのを私もよく見かけることがあるんですね。本当にボラン

ティアの方々に、私もあんな中に入っていろんな環境整備をしていただいていることに対

しまして本当に頭の下がる思いでいつも見ております。ちなみに、こういう方たちの支援

というのはどのような形でされるんですか。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 
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○都市建設部長（小山日出夫君） それでは、３点目のご質問でございますが、今後のボ

ランティア活動への支援について、お答えを申し上げます。 

 県有地であります野洲川北流跡地を拠点としまして活動を展開されておられます野洲川

北流跡自然林育成協議会の環境保全活動や環境学習活動につきましては、これまでどおり

必要に応じまして側面的な支援を行う考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） ちなみに、側面的な支援というのはどういうように解釈したら

いいんですか。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） ただいまご質問いただきました側面的な支援とは具体

的にどのようなものかというようなお問いかけでございますが、まず環境保全活動敷地の

国、県、関係機関への連絡、調整、あるいは届け出、さらに環境学習等、催し物がござい

ますので、そういったときの会場の事前準備、あるいは当日の人的支援等、都市建設部の

方で行ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） 今、部長が回答されましたように、やはりそうした形で側面支

援をしていただかなければあれだけの面積のとこの環境は守れないと思います。さまざま

な部分で、やっぱり協力していただきたいという思いでございます。 

 次に、環境教育の取り組みについて、教育長にお尋ねしたいと思います。 

 ある江戸小話の中で、江戸小話、ある森の中で杉の木とドングリの木があったんですわ、

杉の木とドングリが。そしたら、その杉の木はドングリが話をしとるんです。ちょうど１

１月になってくると、ドングリの葉が全部落ちてきますね。ドングリの木が「杉さん、杉

さん、私、もう何にも着るものない。全部葉っぱが落ちて、これから寒い冬を迎えていか

んなんね。これ、もう大変ですわ」とドングリの木が杉の木に話ししたんです。そしたら、

杉の木がどう言うたかいうと、「ドングリさん、ドングリさん、私は１年中同じ葉っぱを付

けています。そしてまた、春先になると、人間が嫌がる花粉を飛び出す、放出します。で

すから、ドングリさんは来年の春になると新しい着物が着られるでしょう。それで、秋に

なったら、子どもたちが喜ぶドングリが落ちるでしょう。私は１年中同じ服を着ています。
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ドングリさんは幸せですね」と。毎年服が替えられるというようなことを森の中でドング

リの木と杉の木が話ししてたいうことがこの江戸小話に出ておりました。これも参考に教

育長に申し上げておきます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ただいま鈴木議員の方から貴重な江戸小話をお聞かせいただき

まして、誠にありがとうございます。 

 それでは、野洲川北流側帯公園を活用した環境教育についてのお尋ねでございますので、

その点につきまして、お答えをさせていただきたいと思います。 

 野洲川北流側帯公園を学区に持っております北野小学校、そして近隣の野洲小学校にお

きましては、毎年２年生の生活科の学習や３年生の理科の学習におきまして、側帯公園に

ある森林に出向きまして、そこで森林の中を散策しながら観察活動を行っております。そ

して、その豊かな自然とふれあう環境学習に取り組んでいるというところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） 教育長、当たり前の説明をしていただきました。ありがとうご

ざいます。 

 あこには本当にすばらしいタケノコが出るんですよ。タケノコ、出るんですよ。だから、

子どもたちにもそのタケノコが出る様子、タケノコはどうして出るか、そういうことを、

やはり現地に入って、子どもたちに実際目で見させ体験させて、それを自分のものにして

いくというのがこれは本来の教育だと私は思うんです。教育長が教育者として、今、おっ

しゃった当たりさわりのない通り一遍の回答で、それはそれで納得する人もおるやろうし、

私は納得しませんので、そういうような意味合いで、例えばマメヅルが生えている。マメ

ヅルの根は葛粉になるんですね、葛。ですから、そういうようなさまざまなものがあこの

場所には教材となるものがあるんですね。それを今、教育長がおっしゃったようなことで

済ませてしまうと、本当に資源の無駄というより、あこに生息している植物がかわいそう

ですわ。そういう思いで、教育長、どうですか。一遍タケノコ掘りにでも子どもたちと一

緒に行かれたら。ご回答お願いいたします。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） タケノコ掘りのお誘いでございますけれども、市の方としまし

ては、毎年６月に子どもたちを対象にしながらタケノコ掘りの体験といいましょうか、そ
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ういった活動も行っております。先ほど、当たり前の回答だというふうにおっしゃられま

したので、もう少し具体的にお答えをさせていただきたいと思います。 

 地域のボランティア団体さんの協力を得ながら一緒に森林の中を散策しながら豊かな自

然、先ほど葛とかタケノコとかといったようなお話もございましたけれども、それに加え

まして、現在やっておりますことは森林で育つカブトムシ、そういった幼虫を見付けて、

それを観察しながら学校に持って帰って飼育活動を行うといったようなことも行っており

ます。だから、植物だけに限らず、こういった生き物といいましょうか、そういったもの

にも触れるということでの環境学習を重視して取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 鈴木議員。 

○１４番（鈴木市朗君） ありがとうございました。最初からそこまで言っていただくと

よかったんですけど、ちょっと。それで、やはりこの森の中には植物となる資源が幾らで

もあるんですよ。木もあるし、今、申し上げましたタケノコもあります。やはり、子ども

たちにそういったものを実践教育の場として教育していく。そして、そのタケノコを採取

したそのものを給食センターに持ち込んで、子どもたちに先生と一緒にそのタケノコご飯

を食べたり、フキをつんだらフキを炊いてもらっていただくとか、さまざまなことが展開

される最高の教材だと私は思うわけですね、私は百姓育ちですから。そういうものを食っ

て大きくなりましたから。ですから、ああいったものを、私が申し上げまして、立派な先

生に失礼なことを申し上げましたが、お許しをいただきまして、私の質問を終わらさせて

いただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（市木一郎君） 次に、通告第１０号、第７番、野並享子議員。 

○７番（野並享子君） 野並享子です。 

 一般質問をさせていただきます。まず、市民病院の建設と今後について、質問させてい

ただきます。 

 昨年９月、基本設計予算が否決され、市長が病院建設の断念を発言されてから多くの市

民、団体が建設を求めて運動されました。これだけの運動が起こったのは野洲市始まって

以来のことでありました。医師会や自治連合会、元市議会議員、実現を求める女性の会な

ど、短期間でしたが、活動を展開され、この市民の声に押され、市長は再度基本設計の予

算を出され、今年３月可決され、現在に至っています。この市長の英断に対して評価をい

たします。 
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 多くの市民は市民病院の建設を待ち望んでいます。一部の市民から１つ目、現野洲病院

のところでの建て替えをすれば安くつくとか、２つ目、市の計画の病院が建設されれば税

金が上がるとか、３つ目、駅前より郊外の安くて広いところに建設すべきとか、声が上が

っていますが、これらは２０１１年から議論を尽くしてきて、破綻した内容ばかりであり

ます。 

 第１点目の野洲病院の場所では耐震化と建て替えができないという、病院側からの声に

端を発しており、高い安い以前の問題であります。２点目の病院会計は企業会計であり、

市の一般会計とは連動していません。８年目に黒字になるというシミュレーションが出て

います。３点目の郊外にという声は交通弱者対策をしなければなりません。患者の送り迎

えをしている民間病院はありますが、入院患者の家族まで送り迎えをしている病院は聞い

たことがありません。駅前は交通弱者にとって最良の場所です。また、駅前のにぎわいを

創出することもできます。さらに、公立病院であるからこそ、市民の命、健康を守る医療

サービスを構築することができます。このことを納得されていない市民もおられます。第

１点目、この現計画は、見直すべきと言われている市民に対して基本的な点について、市

長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 野並議員の新病院の見直しを言っておられる市民の方への説明に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 市民の方で見直しと言っておられるんですけども、当初から論拠が順番に変わってきて

いると思いますし、市民の方というよりは議員の方で半数近くが今、見直しと言っておら

れます。この議場で改正もありましたけども、今、ご指摘のように５年ぐらいいろんな議

論をさせてもらっています。市民の方というと、どうしても、やはり情報が遠いといいま

すか、幾らこちらが説明会を開いたり、広報でお知らせしても、全てあまねく伝わること

は市民の方が悪いわけじゃなしに物理的に困難なんですけども、ここでこうやって向かっ

たり、あるいは委員会でいろんな形でお話をして、それでもまだ半分近くの方が見直しと

おっしゃっている。 

 そこが本当に不可解なんですけども、もう一回整理をしますと、市民の方で見直しとお

っしゃっている方の今の問題点のご指摘は、今、野並議員も少し触れられましたけど、整

理をすれば、やはり場所の問題、そしてから、財政の問題、それとあと、運営の問題であ

ろうかなと思っています。駅近くに掲げてあるのぼり旗を見ていますと、大体そういうこ
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とが書いていますから。 

 残念なんですけども、お話をしようという提案をしましたけども、これも拒絶をされて

います。反対の方とは私ども１回もきちっと話ができていません。ただ、幸い４月９日に

野洲駅自治会とお話の場を持ちました。あのときには反対のビラを配ったおられたりして

いる方がほとんど出てこられたので、あの場で正面向かってお話をしたときにはそんなに

異論はなくて、ご理解がされたぐらいで、かつ駅前の他のプロジェクトの不明瞭なお金の

ことまで自らおっしゃって、納得されたと思ったんですが、まだ依然状況が変わっていな

いのは残念だと思っています。 

 それで、見直しを唱えられるんだったら、やはり代案が必要なんですけども、今のとこ

ろは現野洲病院を市民病院化したらいいと、早く安く市民病院ということなわけで、きの

う、ある議員がご質問になった８月１日の市の広報でのお問いかけと全く同じことです。

早く安くはいいんですけども、本当にそれがそうなるのかどうか。 

 それと、私は見直し結構やっている方だと思っています。東消防署の建て替えも現地の

見直しで新しいところへ変わりました。北比江の有隣館も土地までほぼ用意してあったの

もこれも地元に本当に膝を突き合わせて話をして、県とも話をして、補助金が移行するよ

うな形で見直しました。 

 あと、結構見通していると思うんですね。現庁舎も、これも当面は環境経済部と教育委

員会をあそこに置こうということだったのもこれも１年ぐらい議論して見直しましたし、

恐らく見直しは枚挙をいとまがないぐらいで、見直し得意予算だと思っています。前の方

がやったのは見直しただけじゃなしに、例えば今、鈴木議員がご質問になった野洲川側帯、

これ本当にかなり準備をしてきたわけです。あそこはどうも誤解がありまして、国が持っ

ている約７ヘクタールはこれはいずれにしても防災ステーションとして再編しようと、三

上山のミニチュアみたいなあれは土のうの土砂で本当は河川改修したときに暫定でああい

う形にしています。私も河川行政をその当時していたから知っていまして、だから、市長

になったら目を付けて、国交省のスケジュールと合わせて、あそこをグラウンドにしよう

と。そして、鈴木議員がご質問になったあの自然林、あれももともとは市が協力したから

今、ああいうふうに使われています。大半が県有地ですけども、境界が真ん中を走ってい

ますから、赤いテープを張っているのを見に行かれたらわかると思います。国の境界とか

なり複雑です。 

 前の政権のときに新しい公共というプログラムが出てきていました。公共的なサービス
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を民間の団体がやられるんだったらということで。今の森林保全のグループがそれに応募

をしたいとおっしゃったので、それには市のお墨付きが要るので、いわゆる市は推薦をし

て、新しい公共のお金であそこを整備され出しました。そして、その後、あそこは県有地

ですから、県が少し補助金を出して、あの方たちの活動費を出していたんですけれども、

それも切られたと。あそこは県有地なので、権利関係が難しい。私たちが考えたのは「あ

の土地をできたらただで市に下さい」と言ったんですけど、「ちょっとそれは難しい」と

言うので、市が都市公園ということで、転売したり、住宅地に売らないから、都市公園と

いう制度でやるから無償で貸与してほしい。それによって、あの人たちの活動を支えまし

ょうと。都市公園にすることによって、あの人たちの活動のいろんな便宜も図れるだろう

と、財源が。このあわせわざをつくる。 

 それと、国有地の約８ヘクタール、ここを運動公園にすると共に防災広場にすることに

よって、たちまち大きなお金を使わなくても野球場とかテニス場ができるんではないかと。

あそこの土地は高水敷じゃなくて、水がつかない場所です。どうも真実が働いていないん

じゃないかなと。そして、準備もして、近畿地整の幹部まで見に来てくれて、いざ動こう

となったら、活動団体の方が１回私に話に来てくれたらいいのに、国の事務所に先に行っ

て「私たちは認めませんよ」ということですね。あの方たちは私も親しいし、こうやって

基本的にサポートしてきたつもりです、一緒に。現地も何回も私は行っています。でも、

一方では、あの方たちは駅前の計画のときに、買った８ヘクタールを全て森林にしなさい

とか。だから、もうあそこでそんな議論をしている余裕は今回、私は年度当初にないと、

病院の問題をまず片付けないといけない。きのうも言いましたように、オリンピックだっ

たら、もう余計なことをやらないで、きちっと、やっぱりトレーニングに専念しないとい

けないので、まず立地適正化計画、病院ということもあって、あそこには当座出さなかっ

たんですけども、大胆に見直しました、３，０００数１００万お認めいただきながら。で

も、結構準備周到にやってきたつもりですし、担当部局と自然保護団体とは話してくれて

いると思っていました。現に私は去年の秋も現地、あの人たちの活動を見に行っています。

何か本当に足元すくわれたような思いなんですけども、でも、潔く見直しました。 

 ですから、見直さない山仲ではなくて、幾らでも見直すつもりですけども、きのう申し

上げたように、今の野洲病院を市民病院にして建て替えるとおっしゃるんであれば、きち

っと詳細な建て替え計画、こちらは５年間かけて、本当に全国レベルの専門家も入っても

らって計画ができています。シミュレーションもできています。同じような作業ができて
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いるんであれば、私は何もそんな無理して病院をやろうと思っていません。でも、現状で

は単に見直しましょう、野洲病院を市民病院にしましょうというだけの案だから、これは、

やはり理解はできないし、乗れないし、これも言いました、危険。本当にこれに乗ったら、

本当に今、野洲病院で頑張っておられる医療関係者は新病院展開がなければ、今の野洲病

院の敷地の中に新病院の絵があるのであれば、それもスケジュールがあるんであれば、頑

張ろうとおっしゃいますけども、それがなくて、単に野洲病院を市民病院にしようという

案だけだったら、もう意欲がそがれて、優秀な方だけじゃなしにほとんどの医療関係者が

もうどこかへ行こうとされるし、ましてや滋賀医大とか京大との関係はすぐにでも切れて

しまいます。 

 この間、いろんな動きがあるから、選挙も含めて、過去に携わった医大関係の人たちが

電話をしてきてくれて心配してくれています。ですから、私としては見直しとおっしゃる

んだったら、私は見直しは否定的じゃない。本当に要らんだったら、いつでもリセットす

る勇気は持っていますけども、今の案だったら、乗れるような見直しというのは案として

は成り立っていない。見直そうという言葉だけが出ているだけであって、案としては成り

立っていないので、私としては見直しと唱えられても今、言いました理由でもって、見直

しの案には賛同はしがたい。見直しを唱えらるんであれば、これも過去に反対議員の方に

言ったと思います。見直し提案があるんであれば、予算付けさせていただきますから、専

門家を雇われたり、あるいはコンサルタントを雇われて、対案をつくっていただいたらい

いんですけども、全然それも、そう言ってからでも１年以上経っていると思いますけど、

そういう案もなくて、何か素人案みたいな案が動いているのは全く残念であるというふう

に思っています。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 丁寧というのか、もうちょっと簡潔に言ってほしかったんですけ

ど、次に移ります。 

 市立病院の基本設計に対してプロポーザルが行われ、７月１１日、佐藤総合計画に決定

されました。５階建てで、１階にはレストラン、コンビニ、ヘルスケアパークで、情報発

信や地域包括ケアシステムで相談窓口など、医療と市の保健課、介護など、連携できる仕

組みになっています。 

 真ん中の市民広場を２０年後のヘルスケアタウンとして構想が出されています。駐車場
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をセットパックし、これまでより広場を広くしており、夢のある計画が提案されました。

これまで５年余り市民とさまざまな専門家が協議を重ねてきたことが具現化しました。こ

のような夢のある計画を広く市民に知らせる必要があると考えます。病院と商業交流施設

など、わかりやすいイメージ図、イラストで市民に知らせる必要があると考えます。９月

２２日のフォーラムで行われる予定ですが、市民みんながつくり上げる市民病院だという

アクションが必要ではないでしょうか、答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（大藤良昭君） それでは、２点目の野並議員のご質問にお答えいた

します。 

 市民みんながつくり上げる病院だという思いは必要だと思いますし、市民病院の経営が

成り立つ１つの条件といたしまして、平成２３年度の可能性検討委員会からも提言をされ

ております。ご指摘いただいております９月２２日の市民フォーラムはそういったアクシ

ョンの１つにしたいというふうに考えていますし、市民病院の正式名称の募集や今後基本

設計の進捗に応じて開催を予定している市民説明会などもそういった場として生かせるも

のと考えております。 

 今回、５月から７月において実施をいたしました公募型プロポーザルは設計事業者の実

績や技術力、合理的な工事費の削減方法、また本計画に対する理解度、提案力などを評価

したものでございます。今回公募型プロポーザルにおきまして示された建築物等のイメー

ジ図、イラストなどのこのような技術提案などを表現し、設計方法を提案、説明される資

料として示されたものでございます。このようなことから、９月２２日の病院フォーラム

において、今回の新病院の整備によって、野洲駅南口周辺がより機能的、かつ景観的にも

向上することをイメージしていただくことに活用できるものというふうに考えております。 

 なお、新病院の具体的な基本設計案につきましては、これからの基本設計業務において

作成し、また今後この設計業務の途中段階におきまして、市民のご意見をいただけるよう、

来年２月を目処に市民説明会などの開催を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 出された計画、プロポーザルのを見てみますと、１０ページのと

ころの後ろの右端の方に対話と確認によるまちを育む病院づくりということで、市民と一

緒につくるヘルスケアパークとか病院との連携とか、いろいろ出しておられるんですけど
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も、これは一応、提案という形で出されているとは思うんですけども、こういうふうなこ

とがどういう形で具現化、具体化されていくんでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（市木一郎君） 政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（大藤良昭君） 当然今後基本設計などを進める上で、この業者の提

案にありますように一番の関係者であります野洲病院との協議を重ねながら設計を進めて

いくというのも重要でございますし、市民の皆様のご意見をお聞きするというのは、先ほ

ど言いましたこの設計の説明会などによってご意見をいただくという流れになってござい

ます。 

 もう少し具体的に言いますと、もう既に野洲病院の方とは基本的なレイアウト、それと

運営に関する具体的な作業の流れを建築のレイアウトと微妙に関係いたしますので、その

あたりの事前のヒアリング、打ち合わせなどはもう既に行っております。９月以降はその

ような諸室リストというんですけども、そのリストをもとに具体的なたたき台の平面図を

基本設計業者の方でつくりまして、これをもとに詳細な打ち合わせを病院側としながら病

院のプランをつくっていくという流れに現在なってございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） そうすると、ここに書かれている市民と一緒につくるという形で

ワークショップの開催とか市民への模型やバーチャルリアリティー等を市広報へ情報公開

とか、いろいろ書かれているんですけども、こういうなのはどういう形でいつごろになる

んでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（大藤良昭君） これはあくまでプロポーザルのときのこの業者の技

術提案の１つでございますので、このとおりするということはまだ全くこの時点では決ま

ってございませんし、今後具体的にどのようにしていくかというのはこれからの進め方の

中で決めていくわけなんですけども、今、事務的に進める上で考えていますのは、ここの

バーチャルの立体的な建築物の中身を見ていただけるように今、ＣＡＤでも３ＣＡＤとい

いまして、画像が平面を立体的に変換して見ていただくようなものができますので、その

ようなものもうまく利用しながら、先ほど言いました市民の方々に見ていただけるように

は技術的には十分可能でありますし、今現在、基本設計の業者とはそのような作業を進め

るように打ち合わせをしております。 
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 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 今、基本設計の状況ですが、もう一つ話を進めると、来年２９、

３０、３１、３２という形で４年近くの期間があると思うんです。以前長野県の佐久病院

に視察に行ったときに、病院が出前の医療相談みたいな形で出かけていって、市民とのい

ろんなアクションを起こしておられるんですけど、今、この４年間もっと野洲病院と市民

でという形でこの病院を市立病院にしていくんだという、やっぱり下からのそういった協

力体制といいましょうか、そういうふうなものも私は必要ではないかというふうに思うん

ですけども、どうでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（大藤良昭君） 今、おっしゃっているのは、訪問看護であるとか。 

○７番（野並享子君） 出前。 

○政策調整部政策監（大藤良昭君） どういう。ちょっと。 

○７番（野並享子君） 医療相談。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午後２時１９分 休憩） 

            （午後２時１９分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 病院ができるまでのさまざまな市民との協議といいますか、でき

るだけ市民のご意見とか、あるいは参画を入れ込んだ形で病院をつくる手続もそうですし、

できた後の問題もあります。これはまだプログラムを最大限工夫しますけれども、それと

今、ご提案があった、具体的に医療のサービスとか支援、情報とかについては、これは新

病院は持っていませんから。今回の協定でもはっきり書いていますように、野洲病院とい

う民間病院は新病院ができるまでの間は健全に運営していただいて、中核的医療を担って

いただくと。新病院の設計とかいろんなことについては、今、現場で働いておられる医療

関係者の意見とかノウハウは入れますけれども、新病院と現野洲病院は全く関係ありませ

ん。 

 それをもしか今、ちょっと野並議員が図らずも野洲病院が新病院になるんだとおっしゃ

ったんですけども、これはそういうものではなくて、それをやり出すと、野洲病院の元ス
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タッフは母屋であって、新しく来た医療関係者はそこへ入るという形になるので、当初か

ら新病院を立ち上げて、当然野洲病院で貢献された方も希望者、実績で大いに働いていた

だきたいけれども、新しい形の組織の中に野洲病院の方も外から新しく、医大とか民間病

院から来る方も入ってもらおうということですので、今の野洲病院が新病院を前提にした

サービスを新しく広げるということは前提にしていません。野洲病院の役割はさっき申し

上げたように現病院で最大機能を果たしていただくことということです。 

 それと、一番冒頭に言った市民のいろんなご意見をいただく場はもっともっとふやして

いきたいと思っていますけど、現時点ではまだプログラムができていませんが、今後でき

るだけ可能な限り新しい形で市民のご意見をいただけるよう、単なる説明とかバーチャル

リアリティーを見せていただくじゃなしに、双方向で意見がいただけるような工夫をした

い。 

 今回のフォーラムもそれの取っかかりで、自治体病院のあり方についていろんな方から

ご意見、市民と専門家の交わりの場として設定していますので、具体的な設計段階の情報

をどんどん出していって、同じようなことをやっていきたいと思っています。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 前に一歩一歩進めていくために市立病院をつくっていくというの

は本当に初めての話で、今までそういう病院がなかったんですから、やっぱり市民がどれ

だけ市立病院に関わっていくのかということが私はもっと必要だというふうに思います。

そういう意味で、４年近くありますので、開院までの間の部分を、やっぱりどういうふう

に市民と一緒にということを検討していっていただきたいなというふうに思いますので、

民間の病院が佐久病院みたいに公立病院みたいのような状況はつくれないなとは、それは

それで思いますけども、何とか地元の医師会とか、全面的にバックアップするというてお

っしゃっているんですから、もうちょっといろんな形で市民の医療をどう守っていくのか

というとこら辺くのベースで物事が展開をしていければなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 ３番目の部分は今さっきの部分と重なってしまうんですけども、加賀の医療センターの

研修に行ったときに、職員さんの意見とか市民の声を反映させるということで聞いておら

れるので、それは今、答えていただいた中身の中に入っておりますので、次に進みます。 

 今回の病院建設事業は着々と進められています。また、就任後、教育施設の耐震化や文

体事業団を直営にしたり、情報公開を推し進めたり、学童保育や幼児教育の施設整備など、
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一途に貫かれている市長の手腕は評価します。 

 また、利権にくみしない市政を進めてきた点、教育、福祉で前進させてきた点は評価で

きるものの、市議会での議論においては、市長の意に反する意見や要望については頭から

否定するがごとく、反問でなく反論するなどの状況が見受けられます。二元代表制のもと、

市民、議員の多様な意見や要望は市長として受けとめ、誠実な議論が必要と思います。職

員や市民からもう少し聞く耳を持つべきという声も聞かれます。市民の声に耳を傾け、市

民の願いを前に推し進められることを求めます。 

 今、政府は社会保障の削減、農業の破壊や憲法改定も進めようとしています。これから

の市政運営で何を基本に何をされるのか、答弁を求めたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） これからの市政運営の基本ということですけども、基本ですから、

もうそんなに変わることなく、今も少し触れていただきましたように透明性、公平性、公

正性、そしてそこから生まれてくる建設性ということで、野洲のまちが健全に、特に困難

な課題かある人も、あるいは伸びようとする人も伸びやかに自立して生活していただける

まちをつくるということです。 

 最初が長かったので、最後はこの程度にしておきます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 私は、やはり何よりも人の命を一番大事にするというところとか

環境とか、子どもから若者、高齢者とか、いろんな層の方々に本当に住んでよかったなと

思われるようなまちを目指していただきたいなと。憲法２５条も本当に大事なところです

ので、透明性、公平性、ここら辺は本当に一貫してされてきたというところは評価をいた

しますけども、先ほど言いましたようにぜひ市民、職員さんの意見、いろんな方々の意見

を真摯に受けとめて進んでいただければというふうに思います。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。再開を午後２時４５分とします。 

            （午後２時２６分 休憩） 

            （午後２時４５分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 野並議員。 

○７番（野並享子君） それでは、次、大きな２点目の質問をいたします。 

 大規模地震災害における仮設住宅の対応について、質問いたします。 
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 熊本地方の大地震においては、震度７の地震が２度も起こり、これまで経験しなかった

ことが起こりました。地震により山崩れ、道路の寸断、橋の崩落、家屋の倒壊、恐怖で家

に入ることができないなど、未曽有の被害が、いまだに被害が続いています。 

 野洲市においても、これまで想定してきた被害以上の対応を想定しなくてはなりません。

いろいろな問題はありますが、熊本だけではなく、東日本大震災でも仮設住宅が建設でき

ない状況があります。災害当初は被災者の安否や食料などの救助が優先されますが、その

後はいつまでも避難所でなく、住居の確保が必要になります。 

 そこで、熊本地震のように２度同じような地震災害が起こった場について、お尋ねをい

たします。 

 まず、第１点目は、野洲市の防災計画は東日本大震災を受けて、原発事故の見直しがさ

れました。しかし、今回熊本地震災害を受けて、国や県でも見直しが必要とされており、

野洲市においても見直しが必要ではないでしょうか。答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 野並議員の防災計画の見直しについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 地域防災計画の見直しにつきましては、ご承知のように災害対策基本法第４２条の規定

に基づきまして、毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正を行うということにな

っております。ご指摘の４月１４、１６に発生した熊本地震では震度７が２回にわたり発

生するという、これまでにない災害でありました。特に建物においては１回目の地震で耐

えたものが２回目の地震では倒壊しており、今回のような地震が連続して発生するという

想定での対策は非常に困難であると考えられます。 

 国においては今回の地震を慎重に分析中であるとの情報を得ておりますが、今後その分

析結果を踏まえて見直しが予定される国の防災基本計画や県の地域防災計画との整合性を

図ると共に、熊本地震の課題や教訓を踏まえて、本市においても単独の知見は十分ありま

せんので、こういった情報をもとにして次年度見直しを行いたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 次年度見直すということですので、最近、この滋賀県も西岸断層、

あそこいっぱいありますので、Ｓというマークが入りましたから、２回動くということも

可能性としてあるなというふうな思いをいたしておりますので、やはり備えあって憂いな
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しですので、きちっと見直しをしていただきたいと思います。 

 次に、野洲市における被害状況の想定は、琵琶湖西岸断層帯南部を震源とする地震でマ

グネチュード７．８、全市的には死者３５人、負傷者７００人、全壊１，４００棟、半壊

３，５００棟、避難者４，０００人程度と出されていますが、学区ごとに家屋の倒壊状況

を明らかにしていただきたいと思います。 

 さらに、同じ地震が２度起これば、どのような被害になるのかも明らかにしていただき

たいと思います。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） ２点目のご質問の野洲市における琵琶湖西岸断層帯南部を震

源とする地震の学区ごとの家屋の被害想定ということなんですけれども、今回の、今、出

しております被害想定の根拠につきましては、平成１７年３月に滋賀県がまとめられた地

震被害予測結果をもとにしておりまして、これは市単位で出ているものでございますので、

学区ごとの数値はないということでございます。 

 そしてから、同規模の地震が２度起きた場合の想定につきましては、これも想定はでき

てはおりません。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） ということは、市としては県がつくったのをそのまま流してしま

うということなんですか。私は市としてそれぞれ特徴があると思うんです、それぞれの学

区ごとに。そういった耐震ができている学区やら瓦屋根がいっぱいある旧集落のところと

か、被害が随分と違ってくると思うんです。ですから、やはり市としてそういった分析を

もっとしていかないと、県がこのまちは何人ぐらいというふうな形でそのままでは私、市

としては動けないの違うかな、対策がとれないのと違うかなというふうに思うんですけど

も、どうなんでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） おっしゃっていることはよくわかるんですけれども、技術的

な指針等が示されてございませんので、ちょっと出しようがないというのが現実でござい

ます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） いや、県が技術的な部分で出しているわけでしょう。どういう形
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になっているのか、人口でいっているのか、どういうふうな５強、５弱とか、いろいろ地

域によってはありますね。ですから、そういうふうなとこらで県が基準として出している

ものがこれだけあるとするならば、その基準を市に当てはめたんではあかんのですか。県

の基準を聞けばいいんではないんでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） そういうものではないと思います。統計的に積み上げて出し

ているものではなくて、推計をもとに全体から出しているものでございますので、ある程

度の大きさのエリアだと推計はできるんですが、学区ごとでありますとか集落ごとに、例

えば耐震ができていない家がどれぐらいあって、瓦屋根がどれぐらいあってというような、

そういう方法では出しておられないと思いますので、ちょっとそのような形では出すこと

が今のところできません。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 素人でも何となくわかるんですけどね。と違いますか。ぎょうさ

ん耐震化の進んでいる新しい団地がふえてきましたし、ここは大分耐震化率が上がって、

被害の、出していたよりかはずっとレベルアップしただろうなと、あんまり想定よりかは

被害が出てへんの違うかなというふうな、まちを歩いていても、私らは感じるんですけど

ね。ですから、それが何かそれでは対応が私はできないというところで、次の状況の３に

移ります。 

 仮設住宅は災害発生から２０日以内に着工し、完成は２カ月以内を限度としています。

被災者が遠くの仮設住宅でなく、できるだけ住んでいるところと同じ学区で確保すること

が望まれます。防災計画で仮設住宅の建設予定地は六条の市民グラウンド、木部の元市営

住宅跡地、永原市営住宅跡地、野洲の警察官舎の横の土地という、この４カ所になってお

りますが、それぞれ何戸の仮設住宅を建設することができるのか、答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 仮設住宅の建設可能な戸数につきましては、災害救助法で示

された基準、１戸当たり２９．７平米、９坪という形で災害救助法は基準を示しておりま

すので、これを当てはめますと、市民グラウンドで１６３戸、野洲の市有地で１１０戸、

永原で４８戸、旧の市有地で１２９戸、合計８５０戸ということになりますが、例えば同

じところに集会所をつくったり、あるいは９坪では余りにも狭過ぎるということで、もう

少し余裕のある建物をつくるとなるとその分減ってくるということになります。 
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 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 今、８５０戸よりかは少なくなるという可能性が出てきますね、

駐車場をつくらんならんとか、いろいろ私はあると思うので、全部びっちしとは建てられ

ないと思います。そうすると、今さっき西岸断層帯南部の震源地で全壊が１，４００棟、

半壊が３，５００棟という、災害の想定をされているんですけども、到底足りないという

状況ですが、それはどういうふうに穴埋めを考えておられるんでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 全壊に見舞われた方が全て仮設住宅に入られるという想定を

しておりませんので、それと仮設住宅につきましては、今のところ、市有地でまず考える。

それ以後は県有地、国有地ということで順番になっていくんですが、現在提供できる市有

地ということで考えてございますので、この数値になる、この場所になると、こういうこ

とでございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） そしたら、今、言われた県有地、国有地というのはどれだけの面

積があるんでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 県有地でこのただっ広いというところは把握しておりません

ので、今、市有地だけを出しているという状況でございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 災害が発生してから２０日以内に着工して、２カ月を限度として

ということになっています。そういう意味において１，４００戸、１，４００の全壊、８

５０、８００としても、残りの方６００世帯ぐらいが行き場を失うという状況ですね。そ

ういう中で、２０日以内にそんな県有地とか国有地の部分で用地を協議してやるというふ

うな、そんなことができると想定をされているんですね、そしたら。されていないんです

か。されているんですか。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 今計画のときにはされていないと思います。ちなみに、先ほ

ど申しましたように全ての方が仮設住宅に入られるというわけではなく、いろんなところ

を頼っていかれたりする人もいらっしゃいますし、民間住宅を借り上げるということもご
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ざいますので、必ずしも仮設住宅だけで対応するということではありません。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） いろんなことが想定されるとは思いますけども、こういう形での

仮設住宅ですと、家賃的にはありませんね。民間いうたら、家賃を払わんなん。年金生活

の人で家賃を払わずに自宅で住んではった人が５万も６万も、５万ではもう入る場所がな

いかな。野洲やったら、６万、７万というような形で民間住宅に移り住めるかというたら、

私はかなり厳しいと思いますよ。ですから、そういうふうな民間で対応できるというとこ

ろは、やはりあんまりにも甘く見たんではあかんなというふうに私は思います。 

 今、言われたこのところで仮設住宅の予定地ですね、４番目に移りますけども、予定地

がない学区が篠原学区、三上学区、北野学区が建設する予定場所がないんですけども、ど

のような計画を立てておられるのか、お尋ねいたします。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 今、このご説明をさせていただけるのは現行の計画でご説明

させてもらっています。先ほど市長が答弁で話しされていたように、計画については次年

度以降に見直すつもりをしていますので、実際この計画を立てられたときは、先ほどから

申していますように市全体としてすぐに提供可能な市有地ということで、それを念頭に置

いて建設予定地という概念を持っていたんですけれども、今、おっしゃるような学区とい

うことも念頭に置ければ置く方がいいとは思うんですけれども、その辺のことも考えなが

ら次期については考えていくというようなことになると思います。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 熊本地震の仮設住宅でも遠いところで申し込みが２割程度だった

というふうなことも聞いています。ですから、やはり何ぼつくっても余り遠ければ行かれ

ないというようなことにもなりますので、検討をしていただきたいと思います。 

 次に、教職員の過重労働の解消について、質問をいたします。 

 全国教職員組合の勤務実態調査では、部活の顧問が１カ月の残業時間で１００時間以上

が４０．８％、８０から１００時間未満が１７．３％で、半数以上が過労死寸前の異常な

勤務となっています。ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査によると、教員の１週間の勤務時間

の比較でＯＥＣＤ参加国平均は３８．３時間に対して日本は５３．９時間であり、課外活
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動の勤務時間も２．１時間に対して７．７時間と３倍以上の時間数になっています。これ

までも共産党の田村智子参議院議員が質問を繰り返しました。ようやく今年４月に教職員

の勤務負担軽減策を考える省内会議を設置し、特に部活動に焦点を当てて検討を進めてき

ました。来年度教員、生徒、保護者を対象に部活動の実態調査を実施し、部活動の休養日

のあり方などのガイドラインをつくることになりました。 

 そこでお尋ねいたします。野洲市の教職員の勤務時間の実態、有給休暇の取得状況、長

時間勤務の実態調査が必要ではないかと思いますが、答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは、野並議員の教職員の過重労働の解消の１点目のご質

問でございます勤務時間等の実態調査の必要についてお答えをさせていただきます。 

 教職員の勤務実態を把握することは教職員の仕事の健康管理はもとより、校務運営や仕

事の効率化、活力ある学校経営等の観点から必要であると認識をしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 実態は調べていないということですね、結局。長浜市では昨年市

内の１，５００人の小中学校の教職員の退勤した、学校から出た時間、有給休暇の取得と

かいう調査をされているんですけれども、野洲市としてはしないんですか。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 教職員の勤務実態の調査についてのお尋ねでございますけれど

も、出勤簿で勤務の実態等については確認をしております。朝、職員が出勤をしましたら

出勤印を押しますし、帰るときは校長、あるいは教頭の目視による確認とか、そういった

ことでやっております。 

 それから、有給休暇等につきましては、これは有給休暇簿がございますので、それでも

って確認をしております。 

 それから、長時間の勤務時間等の把握につきましては、時間外労働申告書というのはご

ざいまして、それを先生方に書いていただきながら、それでもって確認をしているという

ところでございます。 

 ですから、実態把握をしていないのかということではなくて、きちっと実態把握はして

おります。 

 以上です。 
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○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 公表をしていただきたいと思います、長浜では公表されています

ので、一覧表にして公表をお願いします。 

 次に、教職員の残業代は教育公務員特例法で月額４％の額しか支払われておらず、時間

外労働は事実上ただ働きになっています。この法を改正し、超過勤務手当の制度が必要で

はないでしょうか、見解を求めます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置法

というのが制定されまして、間もなく半世紀が過ぎようとしております。この教職給与特

別法制定当時と比べますと、教職員の時間外勤務の時間が激増しているというような現状

もございますので、給与制度の見直しは必要ではないかと、そのように考えております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） ４点目に移ります。 

 長時間労働について自己申告でなく、タイムカードの導入などを行って、労働時間の適

切な把握も必要ということを田村智子議員が質問したときに、文科省がそれは原点だとい

うふうに答弁をしております。 

 また、検討チームの調査では給食費を公会計化し、徴収・管理業務を自治体に移すこと

も打ち出しています。この点についての答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） タイムカード導入と給食費の公会計化等についてのご質問でご

ざいますけれども、長時間労働につきましては、現在教職員個々の自主申告で把握をして

いるところでございます。今、議員が申し上げられましたようなタイムカードとか、ある

いはＩＣカードというのもございますので、そういった客観的なもので把握をする必要は

あると、そのように考えております。 

 次に、給食費の公会計化についてですけれども、既に給食費は市の一般会計に組み入れ

ておりまして、学校の会計ではなく、そういった意味では公会計化をしているところでご

ざいます。ただ、給食費の金融機関への口座振り替え依頼などの徴収や未納者の管理は学

校、それから調定事務につきましては給食センター、そして督促状や催促状の発送は学校

教育課の三者で行っており、効率的ではなく、また学校の負担を軽減するためにその事務
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を学校から切り離して一本化できるよう、現在検討をしているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） ５番目に移ります。 

 部活動の改善が必要ではないかと思います。燃え尽き症候群とか、いろいろ勝利至上主

義的な部活動は悪影響を与えています。それぞれの学校で子どもの成長を主眼に部活動の

あり方について話し合うことが求められていますが、市教委として指導されるのかどうか、

答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 部活動への指導でございますけれども、本市の中学校における

部活動は学習指導要領に示されている部活動の意味と留意点、それから配慮事項を踏まえ

ながら活動しているところでございます。また、教職員の負担軽減等も考慮しながら実施

されているものと考えております。今、話題に出ております行き過ぎた指導等があった場

合につきましては、あるいは学習指導要領から逸脱するような活動があれば、これは当然

市教委としては適宜指導してまいりたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 今回のガイドラインづくりは２０年ぶりです。１９９６年にも中

学校で週２回以上の休養日の設定、平日は長くて２、３時間以内と提案されていましたが、

現場の対応はまちまちで負担は解消されていません。今回も来年出されますが、なぜ２０

年前のガイドラインが実行に移されなかったのか、各市教委、各学校での検討が必要であ

ろうかと思います。どのように実効性あるものにしていくのか、答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ガイドラインをどのように実効性あるものにしていくのかとい

うことにつきまして、お答えをさせていただきたいと思います。 

 ガイドラインを実効性あるものにするためには、生徒の健やかでバランスのとれた心身

の発達や成長に加え、教員の負担軽減にも配慮しつつ、学校組織全体での運営や指導の目

標、方針の作成と共有を図っていかなければならないと思います。また、そこで確認され

たことにつきましては、保護者への説明等も必要かと思います。外部指導者の活用、総合

型地域スポーツクラブ等の地域スポーツとの連携といった、そういったことも必要ではな
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いかなと、そのように考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 実効性あるものにしようと思えば、いろいろな形の活用も必要だ

と思います。また、ゆとりを持って指導していけるということに対して、野洲市において

高校の内申書に部活動の成績を出しているのかどうか、それをお尋ねしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ちょっと今の高校の内申書に記載されているかどうかについて

は、ちょっと私は確認をしておりませんので、ここでは申し上げることはできません。 

 少し反問をしたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 先ほどの５点目、６点目のご質問でございますけれども、そう

いった実態が市内の中学校で見られているということを意図してご質問を下さったことだ

ということで解釈してよろしいでしょうか。それとも全国的なことで質問されたんでしょ

うか。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 全国的なものです。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ということは、野洲の実態を踏まえてということではないとい

うふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 先ほど言いましたように、長浜では長時間勤務の時間を公表され

ております。今さっき時間を把握しているというふうなことをおっしゃいましたけども、

そういったものも出していただきたいと思います。長浜では定時で帰って、６時から帰っ

ているという人が２６％とか、６時から７時という人が３４％いるとか、８時以降の退勤

の人が１４％とかというふうな数字も出ておりますので、そういったことを一覧表で市内

の教職員の実態をお示し願いたいと思います。そういうふうなことをいろんなところから

出して判断をしていきたいと思いますので。 

○議長（市木一郎君） 反問は２回までですので。 

○教育長（川端敏男君） 今の実態はお答えできますけれども、よろしいですか。 
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○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午後３時１４分 休憩） 

            （午後３時１５分 再開） 

○議長（市木一郎君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは、先ほどの野並議員の長時間勤務の実態について、現

在把握しているところにつきましては、報告をさせていただきたいと思います。 

 先ほど、長浜市の実態をお話しされましたけれども、野洲市におきましてもほとんど同

じような傾向でございまして、６時半まで、午後の６時半でございますけれども、約２７％

の先生方がお帰りです。それから、午後８時までは３８％の先生がお帰りです。８時以降

になりますと３３％の先生がお帰りということになっております。お帰りというんでしょ

うか。それまで残っておられる方がそういう数字になっておりまして、ほぼ３分の１ずつ

ぐらいの実態になっております。少し幅がございますので、例えば８時までといっても７

時に帰っておられる方もおいでになるということですので、そこら辺はご理解をいただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） そうすると、やはり長浜が８時以降の退勤が１４％ということで

すから、野洲の場合は３３％ということですので、長時間勤務をされている方が多いなと

いうふうに時間的には思いますね。ですから、具体的に野洲の実態というのを、だからも

う一つ、有給休暇とか、そういうなのも先ほど、私は言いましたので、これもまた言って

いただければ、長浜の場合は平均小学校で８．７日、中学校で８．１日というような、そ

ういう結果も出されておりますので、野洲市の状況がどうなのかというのもお知らせ願い

たいと思います。 

 次、中立の教育とはということでお尋ねをいたします。 

 今年７月９日の自民党公式サイトで「学校教育における政治的中立性についての実態調

査」なるタイトルのページがありました。この中で自民党は「子どもたちを戦場に送るな」

と主張し、中立性を逸脱した教育を行う先生がいると書き、偏向教育だとして通報させる

密告のための入力フォームを設置いたしました。 

 原文を全部読みたいのですけども、ちょっと時間がありませんので、最初だけにします。 
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 党文部科学部会で、これ自民党ですよ、学校教育における政治的中立性の徹底的な確保

等を求める提言を取りまとめ、不偏不党の教育を求めているところですが、教育現場の中

には「教育の政治的中立はあり得ない」、あるいは「安保関連法は廃止すべき」と主張し、

中立性を逸脱した教育を行う先生がいることも事実ということで、いろいろ書いてありま

して、最後に、この中立性について実態調査を実施することにしましたということで、い

つ、どこで、誰が、何を、どのようにということを記入するように書かれている、こうい

うインターネットでの密告フォームということが起こりました。これが余りにも騒ぎにな

りまして、自民党の閲覧ができなくなったりしました。 

 ここで問題なのが密告の仕組み、市民を監視させるという、戦前、戦中の体制と同じ発

想であります。こういうことに対して、また１８歳の選挙権を意識して中立性を求めてい

ます。また、自民党の選挙公約で「ジェンダーフリー教育、自虐史観偏向教育は行いませ

ん」とか「多くの教科書にいまだ自虐史観に立つ偏向した教科書検定制度を変える」と書

かれています。 

 この点について、第１点目、質問します。戦後の憲法や教育基本法に基づく教育を野洲

市としては続けられました。また、平和宣言をしているまちとして毎年平和パネル展など

も行ってまいりましたし、平和の大切さ、恐ろしさ、尊さを呼びかけています。戦没者慰

霊を追悼だけでなく、世界の恒久平和の実現のために野洲市の平和の集いというのもされ

ております。こういった、心強い取り組みだと思いますが、このような取り組みは偏向教

育なのでしょうか。市長と教育長の見解を求めます。 

○議長（市木一郎君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 野並議員の平和パネル展、あるいは平和の集いが偏向教育かどう

かというご質問にお答えをいたします。 

 いずれも教育という観点ではなくて、平和の尊さを市民が共有する、あるいは戦没者を

追悼しつつ、平和を誓うということで、教育という機能は否定しませんけども、活動、実

践といったことだと思いますので、そういうことからしても、偏向教育という、そういう

枠組みに入るものではないというふうに考えております。 

 お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは、市長に引き続きまして、見解を述べさせていただき

たいと思います。 
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 平和な国家や社会を求めることは全ての国民の願いであろうと思います。戦争の悲惨さ

や平和の尊さを学び、世界平和の実現を願うこれらの取り組みにつきましては、これは偏

向教育ではないと、そのように認識をしております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） ２点目に移ります。 

 子どもたちを戦場に送るなということは、偏向教育なんでしょうか。７１年前に終戦を

迎えて、憲法が制定されて、多くの人がもうこれで戦場に子どもを送ることができなくな

ってよかったということであります。この子どもたちを戦場に送るなというのは不変であ

ると考えますが、見解を求めます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ２点目の子どもたちを戦場に送るなということは偏向教育かと

いうことについて、お答えをしたいと思います。 

 日本国憲法はその前文で、戦争の惨禍が起こることのないようにするという、国民の決

意を示しておりまして、第９条で基本的な原則の１つである平和主義、これは、いわゆる

戦争の放棄でございますけれども、それをうたっております。したがいまして、子どもた

ちを戦場に送るなということは当然のことだと、そのように考えております。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） ３点目、さらに１８歳選挙権が始まります。中学校における政治

教育は必要だと思います。ドイツでは小学校から政治教育が行われております。どの政党

がどのような政策を出しているかは教える必要があるんではないでしょうか。政党を選ぶ

選挙であります。どの政党が出しているかというのは必要であると思うんですが、答弁を

求めます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ３点目の中学校における政治教育は必要かというお尋ねにつき

まして、お答えをさせていただきます。 

 １８歳の選挙権が始まった今後につきましては、教育基本法第１４条で、良識ある公民

として必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならないというふうにうたわれ

ており、学校は政治的中立性を保ちながら、主権者教育を進めることが必要だと考えてお

ります。 
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 この主権者教育におきましては、政治にはさまざまな意見があることを前提に、子ども

同士が議論を交わしながら考えることが大切になるということは言うまでもありません。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） ４点目の政府の見解だけを教えるというのは戦前、戦中の教育で

はないかと思うんですが、答弁を求めます。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ４点目の質問にお答えをさせていただきます。 

 政府の見解だけを教えることは戦前、戦中の教育かどうかは別にしまして、教育基本法

では学校は特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育、その他政治活動

をしてはならないと定められているところでございます。 

 したがって、授業を行う教師が政府の見解を取り上げるにしましても、その見解だけで

なく、他の政党等の見解も提示をしまして、生徒が議論し、考える場を仕組むことが大切

であろうと、そのように思います。もちろん教師はそれらの見解に対する個人的な主義と

か主張を話すのは、これは避けるべきだと、そのように考えております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 当然そういった教育、こっちのこっちのこっちのこっちのという

のを提示しながら議論をしていくという、そういうことは必要だというふうに思います。

当然すべきこういうふうな教育に対して密告を求めるというやり方に対しての見解を求め

たいと思います。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ５点目の質問にお答えをいたします。 

 お話の内容が密告に当たるのかどうかは判断しかねますので、これに対しての答弁は差

し控えたいと思います。 

 野洲市の政治教育につきましては、先ほど述べましたように特定の政党、政策を指示す

るのではなく、いろいろな考えの違いを認め、その中で子どもたち自身が主体的に考えて

いく力を育てることが大切だと、そのように考えております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 
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○７番（野並享子君） 最後に、自民党の政策にあったジェンダーフリー教育を行いませ

んとか行わせませんとか自虐史観の教科書検定制度を変えるという問題に対しての見解を

お聞きしたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ６点目のジェンダーフリーとか、あるいは自虐史観教科書検定

等についてのご質問にお答えをしたいと思います。 

 ジェンダーフリーや自虐史観の考えにはいろいろな解釈がなされておりますので、一方

的に賛成、賛同、または反対をする立場ではございません。市の教育委員会では、ジェン

ダーフリーに関して言えば、性の違いを認め、性の尊重を大切にする一方で、性別に捉わ

れない自分らしさも大切にした教育を進めたいと、そのように考えております。 

 歴史教育につきましては、一方的な立場からの視点だけではなく、複数の視点や立場か

ら見ていくことも大切した教育をする必要があろうかと思います。 

 なお、教科書検定制度の是非につきましては、これは私が答える立場にはございません

ので、お答えできません。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 教科書の問題もいろいろな教科書がありますので、ぜひいろんな

方面からの検討をしていただきたいと思います。 

 先ほど密告の部分で差し控えるということを言われたんですけども、そのことがもう既

に今年に入って、名古屋でそういうふうな先生が自民党と公明党が３分の２を獲得したら

改憲の手続が通ることも可能になると、そうなると戦争になったとき行くことになるかも

しれないという発言をされて、これが保護者から教育委員会に入りまして、その後、先生

が誤解を与えたと言うて謝罪をされているんです。こういうふうなことが野洲でも起こっ

たらどういうふうな教育委員会は判断をされますでしょうか。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） まず、野洲では起こらないというふうに私は考えておりますの

で、起こった場合はこれはきちっと指導していかなければならないというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 野並議員。 

○７番（野並享子君） 先生に対して指導なのでしょうか。どういうふうな形のどういう
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指導という形になるんでしょうか。私は３分の２になって憲法を改正することが可能にな

ると、そしたら戦争に行かんならんというのは、これはもう事実やと思うんですけどね。

どこにどう。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） 誰に指導するのかということでしょうか。それとも……。 

○７番（野並享子君） 誰に。 

○教育長（川端敏男君） 先ほど申し上げましたようにそういった考えもあるし、こうい

う考えもあるしと、いろんな考えの中で当然授業は進められるものと思っておりますので、

ある偏った考えだけの授業については、これは望ましくないと。授業をした教師に対して、

やはり指導はしないといけないと、そのように思います。 

○議長（市木一郎君） 次に、通告第１１号、第１０番、上杦種雄議員。 

○１０番（上杦種雄君） 第１０番、上杦種雄です。 

 質問に関連しますので、一言申し上げます。このたびの北日本を中心した５つの台風で

被災された方々にお見舞いを申し上げます。また、台風１２号が接近しているようで心配

されます。災害のないように祈っております。 

 それでは、質問に入ります。 

 １番目の質問、「防災４．０」未来構想プロジェクトの取り組みについて、お尋ねします。 

 自然災害に関して、気候変動に起因すると考えられる激甚化の問題が深刻になってきて

います。内閣府は、「防災４．０と」名付け、地球温暖化など、気候変動に関する科学的な

知見をもとに、今後の激甚化が予想される災害の様相を描き出す取り組みに着手、それか

ら生じる災害リスクを検証し、対策の提言を行うことを目指しています。 

 近年、降水強度の増加、強い台風の増加、豪雨の高頻度化といった気候変動がもたらす

災害の激甚化が新たな局面であると考えられます。経済、社会活動の国際化、超少子高齢

化といった社会環境の変化とあわせての対応について、次の３つの柱の提言がされており

ます。１つは、住民・地域における備え、企業における備え、情報通信技術の活用、これ

に対して、本市の取り組みの方向性を問います。 

○議長（市木一郎君） 市民部長。 

○市民部長（上田裕昌君） 上杦議員の「防災４．０」未来構想プロジェクトの取り組み

について、ご質問にお答えいたします。 

 昨今の大規模災害は議員がご心配されますとおり、気候変動の影響を受けまして、規模
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の大きい台風の発生、局地的な集中豪雨の発生、また発生が危惧される東南海地震など、

我々の備えを常に見直し、対応することが必要と考えております。 

 ご質問の本年６月になされました「防災４．０」未来構想プロジェクト有識者提言は、

今後の防災の取り組みの方向性を示すものとして非常に有効なものであると考えておりま

す。この提言に基づきまして、住民参画のモデル事業などが国において実施される予定と

聞き及んでおりますけれども、本市が現在取り組みを行っている防災対策とは別にまた新

たな方向性が示され、取り入れる必要があると判断を行った場合は、本市の取り組みの方

向性として防災計画を見直したり、あるいは具体的な取り組みを検討したり、このような

ことをしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 上杦議員。 

○１０番（上杦種雄君） それでは、防災４．０、防災３．０、防災２．０、防災１．０

について、認識があればお答え願いたいと思います。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩します。 

            （午後３時３７分 休憩） 

            （午後３時４０分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 上杦議員。 

○１０番（上杦種雄君） 何か手違いのようでしたので。２問目の質問を行います。 

 地域区分の随時見直しについて。将来を見据えた都市計画を機動的、弾力的に活用する

必要があると思われますが、本市における地区区分の随時見直しの方針について、問いま

す。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） それでは、上杦議員の区域区分の随時見直しについて

の第１点目でございますが、野洲市における区域区分の随時見直しの方針について、お答

えをいたします。 

 区域区分の見直しにつきましては、最終滋賀県が決定するものでございまして、滋賀県

が随時見直しの方針を定められてございます。この方針について随時見直しをする条件が

列記されておりまして、まず広域的な利活用の見込める良好な都市基盤に資するもので、

公的関与の計画であること、総合計画や都市計画マスタープラン等に位置付けされている
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こと、計画的整備を行うにあたり、市街地開発事業または地区計画の決定が可能であるこ

と、定期見直しの時期までに待つことのできない特別の理由があることといった、全ての

条件を満たす必要がございます。 

 本市としましては、大津湖南都市計画の定期見直しでは間に合わない特別な理由がある

場合につきましては、滋賀県の方針に基づきまして、関係機関と調整した上で可能であれ

ば随時見直しの申し出を行う方針でございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 上杦議員。 

○１０番（上杦種雄君） 次に、地区区分の見直しと都市計画の関連性についての方針に

ついて、問います。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） それでは、上杦議員の２点目でございますが、区域区

分の見直しと地区計画の関連性についての方針について、お答えをいたします。 

 滋賀県が定めた方針の中で、見直しの際は、市街地開発事業または地区計画の決定が可

能である区域となってございます。このことから、区域区分を見直す際には地区計画等の

具体的な計画を策定しまして、計画的な整備を行っていく方針でございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 上杦議員。 

○１０番（上杦種雄君） 地区計画の方針の変更ということができるということででござ

いますが、例えば市街化調整区域から市街化区域へ編入するというのは容易な形かと思い

ますが、市街化区域から市街化調整区域の逆編入ということもあり得るものですか。 

○議長（市木一郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（小山日出夫君） それでは、上杦議員の再質問でございますが、市街化

区域から市街化調整区域への逆編入についての可能性についてのご質問でございますが、

野洲市につきましては、湖南６市の中でも特に市街化区域率が１２．７％と非常に狭小で

ございます。住みたいまち、住み続けたいまちというまちづくりを進めていくためにも、

市街化区域の拡大に向けて現在動こうとしているところでございます。そのような中、さ

らに市街化区域の面積を狭めるというようなことは、今現在、想定はしてございません。

しかし、将来的に検討しなければならない事案も出てくる可能性はゼロではないと、この

ように考えてございますので、最後にそれだけは申し添えさせていただきます。 
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 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 上杦議員。 

○１０番（上杦種雄君） 終わります。 

○議長（市木一郎君） 次に、通告第１２号、第２番、北村五十鈴議員。 

○２番（北村五十鈴君） 第２番、北村五十鈴です。 

 大きく２つお伺いします。 

 １つ目は、歯のフッ化物洗口実施に向けてお伺いしたいと思います。 

 健康で長生きする健康寿命、おいしく食事をしたり、会話を楽しむには歯の健康は欠か

せません。自分の歯でよくかむことは脳の老化や寝たきりの予防にもつながります。そこ

で、国はいつまでも健康で生き生きとした生活を送るため、健康日本２１で、８０歳で２

０本以上の自分の歯を保つという、８０２０運動を推進してきました。滋賀県でも歯科保

健計画「歯つらつしが２１」のでフッ化物洗口実施施設数の増加とフッ化物洗口に取り組

む市町の増加を目標として、集団でのフッ化物洗口の普及を推進してきました。 

 では、この歯を失う原因ですが、約半数は虫歯であり、子どものころの虫歯予防が８０

２０を達成するための第一歩だと言われています。虫歯は口の中にいる細菌が糖を利用し

て歯垢をつくり、その中で発生した酸が歯を溶かすことにより生じます。このため、虫歯

予防として我が国でも過去からいろんな予防活動が行われてきました。しかし、諸外国に

比べ、虫歯、特に永久歯の虫歯予防が進展しない理由として、我が国での虫歯予防方法は

砂糖の摂取制限と歯垢の除去に偏り過ぎたためだとも言われています。甘いをものを避け

よう、控えよう、食べたらすぐ歯を磨こうなどとする指導が長年にわたり行われてきまし

た。しかし、歯磨きは細菌には効果がありますが、歯の質を高め、強くすることはできま

せん。もちろんしっかりした歯磨きが基本で、健診も大切なのですが、この３つ目の要素、

歯の質の強化にフッ素が有効だと実証されました。 

 虫歯は酸によって歯の表面であるエナメル質が低下すると脱灰が起こります。また一方

で、酸性度が中性域に戻ると再石灰化が起こります。そこで、特に永久歯はおよそ４、５

歳から小中学生のころに生え替わるため、その時期にしっかり予防しておくことが大切だ

ということもわかってきました。 

 フッ素は自然環境に広く分布している元素の１つです。地殻にある約９０の元素中、多

い方から１７番目で、地中はもとより海水、琵琶湖水にも含まれており、私たちが食べた

り飲んだりするものの中には量は異なるものの必ずと言っていいほど含まれている安全な
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元素です。 

 フッ化物洗口は、フッ化物水溶液を用いてぶくぶくうがいを行い、歯のエナメル質表面

にフッ化物を作用させる方法です。簡単で費用も安く、比較的高い効果が得られます。滋

賀県下では現在、８市町が実施しており、先進地はお隣の守山市、今年で１９年目になり、

効果がある実績も数字で残しておられます。 

 フッ化物洗口法には、毎日法、週５日法と週１回法があります。保育所、幼稚園では毎

日法、小中学校では週１回法が標準的です。使用薬剤は市販されているフッ化物洗口剤ミ

ラノール、オラブリスを用います。学校歯科医の指示により、園、学校の担当職員が洗口

液を調製できます。 

 最新の報告によれば、フッ化物洗口による虫歯予防効果は約４０から６０％であり、虫

歯をほぼ半減できる効果があり、滋賀県でも平成２６年度中学校１年生の１人平均虫歯数

においてフッ化物洗口を実施している市町とその他の市町を比較しても、全国と同様、５

２％の虫歯抑制率を示しています。 

 市販の洗口液を使用した場合、年間に要する費用は１人約１５０円ですから、その後の

虫歯治療費と比較しても費用対効果は約８倍になると言われています。 

 また、フッ化物洗口事業を学校、園で実施するメリットとしては、学校生活においては

教師の支援のもと、決まった時間にみんなと一緒に洗口することになり、子どもたちにと

っては小さな努力で継続でき、地域の子どもたち全員がフッ化物による虫歯予防の恩恵を

平等に受けることができます。 

 また、子どもの健康は地域社会の責任と考え、自治体における保健行政の施策として位

置付けることができると共に、行政予算の支援で個人の金銭的負担も少なくすることがで

きます。そのことにより、全ての子どもたちに虫歯予防の機会を設けることができます。 

 野洲歯科医師会に取材に伺いましたが、推奨しているとのことでした。 

 それでは、以下の質問を教育長にお伺いいたします。 

 フッ化物洗口に対する本市の現状、認識をお伺いします。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは、北村議員のフッ化物洗口ぶくぶくの実施に向けての

１問目でございます。 

 フッ化物洗口に対する本市の現状、認識について、お答えをさせていただきます。 

 本市では、フッ化物洗口を実施している学校園は現在のところございません。平成１５
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年に厚労省が各都道府県知事に対して、「フッ化物洗口ガイドラインについて」を配布し、

フッ化物洗口が虫歯予防対策として効果的であること、また適正な摂取量で実施した上で

の安全性が世界の専門機関に認められていることなどを示し、フッ化物洗口を推奨したこ

とは認識をしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 北村議員。 

○２番（北村五十鈴君） ８０２０運動が生まれたのが平成元年でした。当時の実績は７％、

８０歳で自分の歯の平均は４、５本。それから、近い実績では平成１９年で２５％、４人

に１人が達成しており、平均では８本。目標は平成３５年で５０％だと言われています。 

 本市でも、国の健康日本２１の地方計画として、平成２０年から平成２９年の１０年計

画として、ほほえみやす２１健康プランがあります。その中にも第４章、私たちの取り組

みの中で歯は健康の入り口と捉えて歯に意識を持つことの大切さを示しています。 

 そこで、滋賀県歯及び口腔の健康づくりの推進に関する条例第１４条にも保育所、幼稚

園、小学校、中学校等におけるフッ化物洗口の普及に関する効果的な取り組みの推進のた

めに必要な措置を講ずるものとありますが、本市での対応をお聞かせ下さい。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ２点目のご質問にお答えをさせていただきます。 

 滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例の第１４条におきまして、学校に

おける歯科疾患等の予防の推進をうたっているのは承知をしているところでございます。 

 本市の学校におきましては、丁寧な歯磨きを習慣化できるよう、歯磨き指導の一層の充

実に努めております。現在歯科衛生士を講師に依頼した歯磨き指導や委員会活動で歯磨き

習慣を設定して意識の高揚に努めるなど、子どもたちが歯磨きの大切さを認識し、習慣化

できることを目標としております。また、歯及び口腔の健康づくりのためには、甘味料の

とり方に気を付けることやよくかんで食べることも重要ですので、食育や保健学習におい

てもあわせて指導をしているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（市木一郎君） 北村議員。 

○２番（北村五十鈴君） 草津市でも平成２４年度よりフッ化物洗口に取り組まれました。

そのときの課題にどんなことが実際あったのかをお聞きしてきました。中でも保護者の方

に対する安全の説明に時間をかけたとのことでした。そのために、まずは担当職員や教員
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のフッ化物に対する研修や勉強会から始めたとアドバイスをいただきました。県教育委員

会でも幼稚園、小学校、中学校等においてフッ化物洗口を実施する場合には学校保健安全

法第５条による学校保健計画、またはこれに準ずる計画に位置付けて実施するように助言

とあります。この観点からも、本市でもまずはフッ化物洗口の学習会も必要ではないかと

考えますが、実施予定や計画等がありましたら、お聞かせ下さい。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） それでは、３点目の教職員研修等の実施計画についてのお尋ね

にお答えさせていただきます。 

 先ほども申し上げましたように、学校におきましては、歯磨き指導の充実を優先的に取

り組んでいるためにフッ化物洗口の実施についての計画はございません。したがって、教

員の研修などの実施予定は現在ございません。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 北村議員。 

○２番（北村五十鈴君） フッ化物洗口先進地の守山市ではすばらしい数字も残しておら

れますが、守山市は対象が小学校までとなっており、現在中学校までの延長を市民の方が

署名運動もされております。それは虫歯の数が６年生でやめてしまうと中学３年では３倍

にふえてしまうという残念な結果がわかってきたからです。やはり、４歳から１４歳まで

継続が大切だとわかります。でも本当のフッ化物洗口の効果が表れるのは７０年、８０年

先になりますが、２１００年の野洲市も必ず来ます。くしくも現在本市ではほほえみやす

２１健康プランの検証時期でもあります。それに口の中、歯も舌も認知症予防に影響する

こともわかってきています。重ねて歯が健康な高齢者の年間医療費は１８万の差があると

もわかってきました。余計なお世話ですが、年間１人１５０円、野洲市の４歳から１４歳

まで全員の子どもたちがぶくぶくうがいに必要な年間予算は約１００万円になります。 

 最後にお伺いします。効果の結果は遠い先の長い話になりますが、本市もまずは議論か

らでもモデル校からでもフッ化物洗口に取り組んでいただきたいと切に願いますが、方向

性をお聞かせ下さい。 

○議長（市木一郎君） 教育長。 

○教育長（川端敏男君） ４点目のモデル校からフッ化物洗口に取り組むなど、本市の方

向性はということについて、お答えをさせていただきます。 

 私ごとになりますけれども、実は私も歯科医師の処方によりまして、しかもそれに同意
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をした上、フッ化物洗口をやっております。ですから、その有効性につきましては、否定

はしませんけれども、このフッ化物洗口の集団実施につきましては、これは十分な検討が

必要な点が多く、現在モデル校での実施計画までは至っていないのが現状でございます。

ただ、できることといたしましては、学校保健委員会というのがございます。ここには学

校医、そして歯科医師、あるいは薬剤師の方、さらには保護者の代表の方もおいでになる

わけですが、そういった学校保健委員会の中で話題に、今のようなフッ化物洗口も話題に

していただきながらできる学校、あるいはできる家庭からやっていっていただくようなこ

とは進めていきたいなと、そんなふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（市木一郎君） 北村議員。 

○２番（北村五十鈴君） ありがとうございます。 

 次に、５歳児健診について、お伺いいたします。 

 ５歳児健診、まだ余り聞き慣れない健診だと思われる方も多いと思います。健診といえ

ば、１歳半健診、３歳半健診等の乳幼児健診は母子保健法で定められた健診であり、全国

の全ての市町村で実施されています。それに比べて、５歳児健診は認知度の高い健診では

なく、まだ実施していない自治体も多いのが現状です。しかし、今、５歳児健診を実施す

る市町が増加しています。 

 では、なぜ５歳児健診が必要なのでしょうか。それは３歳児健診から就学時健診までの

空白の期間に発達障がいの可能性に気付き、必要な支援を受けることで就学後のスムーズ

な学校生活につなげるためです。３歳までの健診では集団行動において問題点は明らかに

されにくいのですが、５歳児は保育所、幼稚園で集団生活を受けているため、それまで明

らかにならなかった軽度の発達上の問題、社会性の発達における問題が明らかになり、就

学前にそれらの児童を発見し、就学後の不適応をなくすための支援を行うのが５歳児健診

の目的であると言われています。 

 既に実施されている市町ではまず５歳を迎える子どものいる全世帯に発達の指標をチェ

ックするリストが送られます。５歳児健診は全ての５歳児を対象として、保健センターな

どで健診を受ける方法と園や幼稚園などに専門家が出向いて行う出前集団健診があります。

しかし、本市ではこの発達障がいについては早くから先駆けて取り組んでいただいており、

手厚い支援も実施されております。 

 ですから、今回の質問は現在取り組んでいただいている事業に対する要望や改善ではあ
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りません。現場の声をお聞きしても、発達支援センターが中心に園と連携して、しっかり

ボールは保護者に投げていただいております。しかし、投げていただくボールは気になっ

た児童だけになります。また、園が深く指摘しづらい状況があるのも現実で、それには保

護者の気付きがとても重要になってきます。しかし、核家族化や少子化から少ない経験の

中、うちの子だけが基準になっていれば、気付きにくいことも考えられます。また、障が

いという言葉を重く感じ、子どもに疑問を感じてもまだ小さいからと考えてしまう場合も

少なくないのではないでしょうか。 

 発達障がいと診断された児童のうち、半数以上は３歳健診では何の問題も指摘されてい

ませんでした。しかし、一見普通の他の子と区別が付かないけれど、ちょっと気になる子

とか、１対１だと問題ないのだけれど、集団の場になると目立ってしまう子といった知的

障がいのない発達障がい児、つまり知的発達の遅れなどがないために見た目も能力も定型

発達の子どもとほとんど変わらないので、逆にそのために発達の問題から出てくる行動を

わがままとかしつけがなっていないととられてしまうことが多く、かえって問題が複雑に

なり、適切な支援を受けることができていないこともあります。 

 厚生労働省から「軽度発達障害児に対する気づきと支援のマニュアル」が出され、発達

障害支援法が平成１７年度に施行され、平成１９年度より小中学校で特別支援教育が本格

始動するなど、行政サイドとしての取り組みも次々と行われています。本市も指針に沿っ

て丁寧な対応がなされています。しかし、行政サイドの取り組みは大きく進んでも保護者

は今でも受け身です。世間体や家族の理解は行政と両輪で進んでいないのも現実です。５

歳児健診で送られてきたリストで他の５歳児を知り、就学までの２年間で専門家からの指

導を通じて保護者の考え方も変わり、子どもの生活習慣が改められ、子どもの情緒が安定

し、成長が見られた場合も多いようです。全ての児童が自己肯定感を持ち、その子どもな

りの個性、能力を十分に発揮し、楽しく学校生活を送り、将来全ての子どもが豊かな社会

生活を送ることができるようになるスタートラインを整備することができるのも５歳児健

診だと考えます。 

 滋賀県では５歳児健診を実施している市町はまだありません。だから、多分答弁でもモ

デルがないからと言われることも想像できます。しかし、いいことなら本市から始めても

いいのではありませんか。それに野洲市は課や担当をまたいで市民のために協力するとい

うすばらしい土壌があります。ただ、私の提案は全ての５歳児に送信するチェックリスト

を園や発達支援センターからではなく、赤ちゃんのときから絶対的な信頼関係のできてい
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る保健センターからなら保護者も受け入れやすく、有効な呼びかけにつながると考えまし

た。全ての５歳児にリストが送られることにより、５歳児全ての保護者や家族が発達障が

いを知り、向き合い、間違った知識の改善と開かれた理解が我が子にも我が子でない全て

の子どもたちに対しても生まれるきっかけになると考えます。誰が気付くのかではなく、

誰が気付いてあげられるのか、子どもたちの未来の幸せが私たち大人のやわらかな頭にか

かっていると考えます。 

 そこで、以下のことを健康福祉部長にお伺いいたします。 

 本市の現状での発達障がい児への気付きの仕組みをお伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） それでは、北村議員の５歳児健診の実施について、１つ

目の質問であります市の現状での発達障がい児への気付きの仕組みについて、お答えをい

たします。 

 本市では、健康推進課で実施いたします乳幼児健診、これは４カ月児健診、１０カ月児

健診、１歳６カ月児健診、２歳６カ月児健診、３歳６カ月児健診でございますが、この他、

健やか相談などの育児相談や家庭訪問などで発達障がいの疑いのある児童を早期に発見し、

発達支援センターの発達相談につないで、発達検査と保護者相談を行っております。 

 また、保育園、幼稚園では園の集団生活での様子等から発達障がいの疑いのある児童を

早期を発見し、発達支援センターが各園へ出向いて実施いたします巡回発達相談につなげ

ます。園での様子を観察した後、発達検査と保護者相談を行っております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（市木一郎君） 北村議員。 

○２番（北村五十鈴君） 今も答弁いただきましたように、本市では園と発達支援センタ

ーや専門家が連携して手厚い支援が行われています。 

 そこで、３歳児半健診から就学時健診の間、空白の２年間、発達障がいに対する現状の

支援や対応について、お伺いいたします。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） それでは、お答えをいたします。 

 園での巡回発達相談では、審理判定員による発達検査の結果説明と助言によりまして、

保護者と園職員が共に本人の発達段階や障がい特性について正しく理解し、本人に合った

適切な育児や保育ができるよう、支援をしています。巡回発達相談の結果から、早期療育
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が必要な児童に対しましては、発達支援センターで実施しております療育教室、これは早

期療育通園事業にこにこ教室でございますが、この利用につなげまして、専門的な療育に

よる本人支援と保護者支援を行うと共に、園との連携を通じて園職員の力量の向上への支

援を行っております。園での集団生活に適応しにくい児童に対しましては、発達支援セン

ターの訪問支援員による保育所等訪問支援事業を実施し、集団生活適応のための支援方法

の指導、助言を行っております。また、園では専門家による指導や研修などを通しまして、

専門的な知識、あるいは技術を習得し、児童への専門性の高い支援に努めております。 

 学校教育課では、就学前における特別な教育的ニーズのある児童につきまして、園の保

育現場で適切な支援が実践できるよう、特別支援教育に関する専門家による園への巡回相

談事業でございますが、を実施してございます。さらに、園では個別の支援が必要な児童

に対しまして個別の指導計画を保護者と共に作成いたしまして、個々の特性に応じた一貫

した支援を実施しており、必要に応じて職員の加配措置などを行ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 北村議員。 

○２番（北村五十鈴君） ５歳児健診になりますと、教育委員会の事業として行うより保

護者の理解が一番だと考えますので、先ほどもありましたように、保健センターからのお

知らせが重要だと私は考えました。保健センターとの連携は可能でしょうか。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） まず、連携の可能性といった意味からでございますが、

先ほどお答えさせていただきました事業については、さまざまな早期発見、早期支援の取

り組みについては、健康推進課、発達支援センター、あるいはこども課、学校教育課、部

門を超えて連携しながら進めておりますので、部局間の連携は当然のことというふうに考

えてございます。 

 ただ、この今回のご提案でということでございますが、こちらについては先ほど３歳と

いうところで集団生活という部分がございまして、本市についてはほとんど就学前に保育

園、幼稚園に行っておられる現状でございまして、年間１名、もしくは２名ぐらいが未就

園というような状況になっているところでございます。こういった、この違いを３歳児に

なって初めて違いが出てくる場として、早期に発見していくためにはその保育園、幼稚園

を場として、発見をして療育につないでいくというところが一番適当であるというふうに

考えてございますので、その辺、またよろしくお願いしたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 北村議員。 

○２番（北村五十鈴君） 今回質問の５歳児健診ですが、私も今年５月まで知りませんで

した。市内の高校生の子どもさんをお持ちのお母さんから「中学生になってから発達障が

いだと言われ、小さいときからのもしかしたらと誰にも言えずに悩み続けてきた日々がや

っと晴れた。でも大変だったのは私だけではなく、きっと子どもで、かわいそうなことを

した。少し違っていたので、いじめにも遭い、学校もよく休み、だんだん学習にも付いて

いけず、今は支援のある遠い私立の高校に通わせている」と言っておられました。気付い

ていたのに自分からは動けなかったそうです。 

 私はそれから少しだけ発達障がいを勉強して、専門の方と話すうち、５歳児健診を知り

ました。上手には言えませんが、５歳児健診は他の健診とは違い、認知症と近いところが

あって、障がいのない児童や保護者の理解のためにもあるのではないかと思うようになり

ました。そして、もう一つこれが正解という５歳児健診はなく、それぞれの土壌や地域、

環境に合った形でいいのだということも思いました。 

 早期発見、早期療育が大切な発達障がいです。いじめや不登校、学習の遅れがいずれ就

職にも影響して貧困を生んでいく、その連鎖を断ち切るためにもいろんな気付きのチャン

スと現実と向き合う勇気とそれを支え合う周りの温かい理解が必要で、全ての子どもたち

の人権が守られる、そんな優しいまち野洲になればと思っております。 

 では最後に、現在の５歳児健診に対する本市の考え方及び方向性があればお聞かせ下さ

い。 

○議長（市木一郎君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（瀬川俊英君） それでは、５歳児健診に対する市の考え方、及び方向性

につきまして、お答えをいたします。 

 発達障がいは早期発見とその特性に合わせた早期からの適切な支援が重要であると考え

ております。先に述べましたように、発達障がいの早期発見について、３歳６カ月までは

乳幼児健診等で、集団生活を始める３歳児から５歳児までの期間については園で行い、発

達相談や巡回発達相談につないでいるというのが実情でございます。 

 平成２７年度の相談実績を申し上げますと、ゼロ歳児から５歳児までの間に新規に発達

相談や巡回相談を受けられた人数というのは１０１人でございます。その内訳でございま

すが、３歳６カ月児健診までに発見され、発達相談につながったのは７７人、大体パーセ
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ンテージで７６．２％ということになります。入園後３歳児から５歳児の間につながった

のが２４人で、パーセンテージでは２３．８％という結果でございました。 

 こうした年齢に応じた発達相談の支援の取り組みによりまして、発達障がいの疑いのあ

る児童については、各年齢で適切に早期発見と早期支援につながっており、大きな課題が

あるものとは認識してございません。したがいまして、５歳児健診の実施については、考

えていないところでございます。 

 今後につきましても、現行の発達支援システムにより、発達障がいの疑いのある児童の

早期発見と早期支援に努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 北村議員。 

○２番（北村五十鈴君） ありがとうございます。どちらかといえば、５歳児健診は発達

障がいの児童を見付けるためというよりも、保護者の理解とか周りに発達障がいを知って

いただくためにも有効だと考えますので、またできましたら、検討いただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

○議長（市木一郎君） 以上で、通告による一般質問は終了いたしました。 

 本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明３日から９月１５日までの１３日間は休会といたしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（市木一郎君） ご異議なしと認めます。よって、明３日から９月１５日までの１

３日間は休会することに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。来たる９月１６日は午後１時から本会議を再開いたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。（午後４時１７分 散会） 
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